
 
 

 

 

 

 

 

 

 

淀川管内河川レンジャー代表者会議 

における議論および報告 
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１．淀川管内河川レンジャー（試行）運営要領の改正 

２．グループ河川レンジャーの試行 

３．新たなレンジャー活動に向けた取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 13(14)回 運営会議 

資料－１ ２



「第 7 回河川レンジャー代表者会議（H24.1.23 開催）」にて議論および審議・決定され

た内容について報告します 

 

 

１．淀川管内河川レンジャー（試行）運営要領の改正 

今年度の取り組み結果等から、追加・修正が必要であると考えられる条項について、

改正しました。（詳細は添付の資料を参照） 

表１ 運営要領改正案の概略 

NO 条項 改正の概略 

1 第 19 条 年間活動計画の作成・

提出・決定 

① 毎年度末に開催する運営会議での河川レ

ンジャー年間活動計画の「確認」を「評価」

に変更し、現状との整合を図ります。 

2 第 28 条 代表者会議の構成 ② 今年度に発足した「河川レンジャー専門家

会議」の議長には委員として参画して頂き

ます。 

3 第 29 条 代表者会議の組織 ③ 会長・副会長の任期（委員の委嘱期間）を

定めます。 

④ プレゼンテーションの記録映像を視聴し

て頂いた方による審査は実施していない

ことから、該当部分を削除します。 

4 第 30 条 代表者会議の運営 ⑤ 新たに委員に就任して頂く河川レンジャ

ー専門家会議の議長は、河川レンジャーの

特例再任の審査・決定に参加して頂かない

ようにし、河川レンジャーの委員に参加し

て頂かない現行条文の考えを維持します。 

5 第 37 条 運営会議の構成 ⑥ 今年度に誕生した河川レンジャーアドバ

イザーの方にはオブザーバーとして参画

して頂きます。 

6 第 38 条 運営会議の組織 ⑦ 試行期間中である新任の河川レンジャー

の方が河川レンジャー代表にならないよ

うにします。 

⑧ 1 年間であった代表者の任期を委員の委嘱

期間と整合を図るようにします。 

⑨ 座長を廃止し、議事進行は必ず代表者に行

って頂くようにします。 

7 第 46 条 レンジャー会議の組織 ⑩ 議長・副議長の任期（2 年間）を定めます。 

8 第 50 条 実行委員会 ⑪ 委員長・副委員長の任期（1 年間）を定め

ます。 

9 第 53 条 講座の受講要件及び研

修の受講対象者 

⑫ 淀川発見講座の受講対象者を淀川流域に

通勤・通学している方まで拡大します。 
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10 第 60 条 専門家会議の組織 ⑬ 議長・副議長の任期（1 年間）を定めます。 

11 第 70 条 その他 ⑭ 運営要領に規定していない事項について、

事務所長と関係者が協議して定められる

条文を追加します。 

 

 

 

２．グループ河川レンジャーの試行 

 グループ河川レンジャーは、これまで個人としてきた河川レンジャーについて、河川

レンジャーに求められる役割、知識や経験等の浅さから、個人で河川レンジャーを務め

られる人材が非常に少なかった「若年層」を積極的に取り込んでいくため、大学をター

ゲットとして、団体で河川レンジャーとなる新たな取り組みです。 

 今後は、この「グループ河川レンジャー」を試行するための枠組みづくりを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ｇレンジャーの枠組みづくりの概要図（来年度以降） 
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３．新たなレンジャー活動に向けた取り組み 

 

①目的 

河川レンジャーの目指す役割は、「淀川水系河川整備計画」と「運営要領」に規定さ

れているとおり、地域住民と河川管理者が連携・協働しながら河川整備を進めていくた

めに、住民等と行政との橋渡し役となることです。 
 一方、これまでのレンジャー活動は、地域住民や流域住民を対象として、淀川と人を

つなぐことに基軸が置かれ、河川に関する啓発が主流となっています。 
 河川レンジャー全体としては、本格的に河川レンジャーの取り組みを開始（平成 18
年度）してから 6 年目となった今、活動を次のステージへと押し上げ、「河川レンジャ

ーの目指す役割を具現化する活動」に取り組んでいく必要があると考えています。 
 このような考えのもと、河川レンジャーおよび関係者全員が河川レンジャーの理念と

役割を再認識し、河川レンジャーが中心となり「レンジャー活動を行った際に住民の声

や自身の考えから、淀川を“いい川”にするために必要なこと」を検討・計画し、実行

することを目的としています。 
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図１ 河川レンジャーの目指す方向 
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②目標 

 今回の取り組みは、河川レンジャー会議、河川レンジャー実行委員会、さらに、河川

レンジャー運営会議と連動させながら、図 2 に示すプロセスを基本として、河川レンジ

ャーの目指す役割を具現化する新たな活動を見出し、実行することを目標としています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 河川レンジャーの目指す役割を具現化する活動の実行プロセス 

 

③取り組み状況 

現在、取り組みは図 2 の河川レンジャー実行委員会での検討まで進んでいます。 
その取り組みは、河川レンジャーの研修である「①河川レンジャー実務研修

（H23.11.12 開催）」から開始し、『淀川を“いい川”にするための課題と問題点』につ

いて、淀川河川事務所職員と意見交換を行いながら抽出しました。研修では、「自然の川・

場所で遊び学べる川の実現」「ゴミのないきれいな川の実現」「近づきやすく、遊べる川

の実現」「みんなが近づきやすい川の実現」という課題が抽出されましたが、具体的な課

題と問題点の抽出には至りませんでした。 
このため、次の「②河川レンジャー会議（H23.12.17 開催）」において、河川や地域の

課題を解決するレンジャー活動の実践事例の説明と意見交換を行い、河川レンジャーが

目指している役割と具体的な活動について理解を深めました。 
 その結果、『“いい川づくり”に関する課題を解決するワークショップの開催（以下「い

い川づくりワークショップ」）』を新たなレンジャー活動と位置付け、具体の課題や進め

方は引き続いて検討することが決定しました。 

⑤ 河川レンジャー運営会議 
○運営会議は、活動計画（案）としてとりまとめた新たなレンジャー活動について、主

体的な連携や協力も含め、まちづくりや地域特有の課題など、地域連携・住民連携の
発展的な視点から精査し、活動計画として最終決定する。 

① 河川レンジャー実務研修 
○河川レンジャーは、淀川河川事務所職員と意見交換を行いながら、淀川管内における

現状の課題・問題点を抽出し、整理する。 

② 河川レンジャー会議 
○レンジャー活動を行った際に住民からの声や自分の考えから、“いい川”にするために

必要なことを抽出し、整理する。 
○その必要なことをより具体的にし、新たなレンジャー活動を検討・抽出する。 

③ 河川レンジャー実行委員会 
○河川レンジャー会議で抽出した新たなレンジャー活動をもとに、河川レンジャーと淀

川河川事務所職員の各々が受けるイメージやメリット・デメリットなどを整理・検証
し、ブラッシュアップする。 

④ 河川レンジャーによる活動計画（案）の作成 
○河川レンジャーは、策定した新たなレンジャー活動を活動計画（案）としてとりまと

める。 

⑥ 新たなレンジャー活動の実行 
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 河川レンジャー会議での決定を受け、第 23 回河川レンジャー実行委員会（H24.1.18
開催）では、いい川づくりワークショップの進め方について検討を行い、いい川づくり

ワークショップの大枠を年間活動計画に位置付けられる河川レンジャーの方は、2～3 月

に開催の各運営会議での検討・決定を経て、来年度から取り組むことが決定しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 課題と問題点は、運営会議を基準とした 3 つの区域に区分し、河川レンジャー16 名、セ

ンター河川レンジャー2 名、事務所職員 14 名で抽出しました。 

上流域（木津川出張所管内運営会議、伏見・桂川山崎出張所管内運営会議） 
＜課 題＞自然の川・場所で遊び学べる川の実現 
＜問題点＞いい川のイメージがない、いい川にするための意見を反映する場所・方法

が分からない 
中流域（枚方出張所管内運営会議、高槻・山崎出張所管内運営会議） 

＜課 題＞近づきやすく、遊べる川の実現 
＜問題点＞川そのものの形態を考えていく機会がない 

下流域（福島・毛馬出張所管内運営会議） 
＜課 題＞みんなが近づきやすい川の実現 
＜問題点＞河川レンジャーが具体的な課題を把握できていない 

淀川を“いい川”にするための課題と問題点の抽出（河川レンジャー実務研修：H23.10.12 開催） 

 新たなレンジャー活動の方向性は、河川レンジャー20 名、河川レンジャーアドバイザー1
名、センター河川レンジャー2 名で検討し、以下のとおりに決定しました。 

① いい川づくりに関する課題を解決する新たなレンジャー活動としてワークショップ

を開催する。 
② ワークショップは、運営会議または出張所ごとに開催する。 
③ ワークショップで解決する課題および進め方は、引き続いて検討する。 

淀川を“いい川”にするための活動の方向性（河川レンジャー会議：H23.12.17 開催） 

 いい川づくりワークショップの取り組み方等は、河川レンジャー12 名、センター河川レン

ジャー2 名、事務所職員 12 名で検討し、以下のとおりに決定しました。 

① ワークショップの結果は、河川レンジャー担当課（管理課、占用調整課、出張所）

が窓口となり、関係課等と検討・調整のうえ、実現に向けて取り組んでいく。 
② 淀川本川でのいい川づくりは、現在進められている淀川河川公園の整備計画等の検

討（淀川河川公園地域協議会で実施）と一体となって取り組む必要がある。 
③ ワークショップの大枠を計画できる河川レンジャーは、平成 24 年度の年間活動計画

に位置付け、2～3 月に開催される運営会議で検討し、決定する。 
④ 運営会議で決定したワークショップは、通常のレンジャー活動として単独の河川レ

ンジャーで取り組むのか、単独で実施する河川レンジャーに他の河川レンジャーが

協力して取り組むのか、同じ運営会議の河川レンジャーが連携して取り組むのかな

ど、取り組み方法については、運営会議後に該当の河川レンジャーで調整する。 
⑤ 運営会議委員には、ワークショップの検討・実行に対して、より主体的な参画を要

請する。 

淀川を“いい川”にするための活動の取り組み方（河川レンジャー実行委員会：H24.1.18） 
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④第 7 回代表者会議における意見 

以上について第７回代表者会議にて意見交換が行われましたのでご紹介します。 

 

○河川整備や維持管理は事務所の仕事になるかも知れないが、そのことを含めた意見を出す

ことも河川レンジャーの役割であり、新たなレンジャー活動に取り組むことは良いことで

ある。 

○“いい川”というのは誰にとってのいい川なのか。 

⇒河川法改正の趣旨に基づいた、市民参画で進める川づくりが“いい川”と考えている。

計画段階から加わり、専門家や河川レンジャーが介在しながら川づくりを進めることで

地域住民に川への愛着がわく。後の維持管理についても、自分たちの意見が反映されれ

ば実践し、市民参画の意義が出てくると考えられる。 

⇒“いい川”は人によって意味合いが違い、そのためにワークショップなどで地域の意見

を聞きながら進めると理解している。 

○事務所が抱えている問題について、河川レンジャーが活動により培った淀川のファンの

方々と一緒に考え、解決に向けた取り組みを進めることが淀川の個別事業を進める際に必

要と考えている。 

⇒河川レンジャーがワークショップによる河川整備の計画づくりなど実践的な取り組み

を行うことは前向きで良いことである。それには、まず住民よりも専門知識を持った事

務所職員と話し合うべきではないか。 

⇒河川レンジャー自身またはレンジャー活動参加者からの意見の中で感じる課題を伝え

るだけではなく、その解決策を提言し、事務所がそれらを踏まえた河川整備の検討を進

めることで、可能な部分については実現されていくのではないか。 

○淀川は、延長はあるが安全に水辺に近づける場所は非常に少ない。環境委員会等、生物に

配慮した検討の場はあるが、近づきやすいなど、人に焦点を置いた検討や意見集約の場が

淀川にはないと感じている。河川レンジャーが、活動を通して感じていることを具体的に

実現していく必要があると思う。 

○活動報告書に参加者である地域住民の意見等を書き加えているが、それが事務所内でどの

ように取り入れられているのか。新たな活動に取り組むよりも今までの報告書等に記載し

た意見を見直すことも大事ではないか。 

○各河川レンジャーが今までの活動の中で見えてきた課題について、運営会議で整理し、紙

媒体など、形として残していただきたい。 
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５
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５
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０
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７
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６

９
条
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則
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例

 
赤

字
：

変
更

箇
所

 

 第
１

章
 

総
則

 

 （
趣

旨
）

 

第
１

条
 

こ
の

運
営

要
領

は
、

淀
川

河
川

事
務

所
管

内
（

以
下

「
淀

川
管

内
」

と
い

う
。
）

に
お

い
て

活
動

す
る

淀
川

管
内

河
川

レ

ン
ジ

ャ
ー

（
以

下
「

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
」

と
い

う
。
）

の
運

営

に
つ

い
て

定
め

る
も

の
で

あ
る

。
 

 
 

（
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

を
運

営
す

る
組

織
）

 

第
２

条
 

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
を

運
営

す
る

組
織

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

組
織

を
も

っ
て

構
成

す
る

。
 

（
１

）
淀

川
管

内
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

代
表

者
会

議
（

以
下

「
代

表
者

会
議

」
と

い
う

。
）

 

（
２

）
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

運
営

会
議

（
以

下
「

運
営

会
議

」
と

い
う

。
）

 

（
３

）
淀

川
管

内
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

（
以

下
「

レ
ン

ジ
ャ

ー
会

議
」

と
い

う
。
）

 

２
 

前
項

各
号

に
掲

げ
る

組
織

は
、

淀
川

河
川

事
務

所
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（
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下
「

事
務

所
長
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と

い
う

。
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が
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置
す

る
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３
 

第
１

項
各

号
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げ

る
組

織
間

の
関

係
は

、
淀

川
管

内
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図
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１

・
２
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。
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。
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０
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ど
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、
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囲

に
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河
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役
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河
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地
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を

構
築

す
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。
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ジ
ャ

ー
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能
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技
術
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進
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の
各

号
に

掲
げ

る
役

割
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い

、

前
項

に
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定
す

る
役

割
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果
た

す
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の
と

す
る

。
 

（
１

）
地

域
住

民
が

河
川

に
関

心
を

持
つ

機
会

を
提

供
す

る
役

割
 

（
２

）
地

域
住

民
が

河
川

と
係

わ
る

機
会

を
拡

大
す

る
役

割
 

（
３

）
地

域
住

民
（

各
世

代
間

）
の

河
川

と
の

関
わ

り
を

促
す

役
割

 

（
４

）
地

域
住

民
と

の
意

見
交

換
を

通
じ

て
河

川
と

の
関

わ
り

を
定

着
さ

せ
る

役
割

 

３
 

セ
ン

タ
ー

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
は

、
第

１
項

に
規

定
す

る
役

割
の

ほ
か

、
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

と
の

連
絡

調
整

や
河

川
レ

ン

ジ
ャ

ー
に

関
す

る
広

報
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 
 

（
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
活

動
範

囲
）

 

第
８

条
 

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

活
動

範
囲

は
、

所
属

す
る

運
営

会
議

が
管

轄
す

る
範

囲
と

す
る

。
た

だ
し

、
活

動
の

目
的

に
応

じ

て
淀

川
水

系
に

お
い

て
拡

大
で

き
る

。
 

２
 

前
項

た
だ

し
書

き
に

よ
る

活
動

範
囲

の
拡

大
を

行
う

に
当

た
っ

て
は

、
所

属
す

る
運

営
会

議
又

は
担

当
出

張
所

長
の

承

諾
を

得
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

セ
ン

タ
ー

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

活
動

範
囲

は
、

淀
川

水
系

全
域

と
す

る
。
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現
行

 
改

正
案

 
解

説
 

（
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
活

動
拠

点
）

 

第
９

条
 

第
２

条
第

４
項

第
１

号
か

ら
第

３
号

ま
で

に
規

定
す

る
運

営
会

議
に

所
属

す
る

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

活
動

拠
点

は
、

枚

方
出

張
所

構
内

に
あ

る
枚

方
防

災
機

器
保

管
庫

内
に

置
く

。
 

２
 

第
２

条
第

４
項

第
２

号
に

規
定

す
る

運
営

会
議

に
所

属
す

る
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

は
、

寝
屋

川
市

点
野

地
先

に
あ

る
淀

川

河
川

事
務

所
防

災
待

機
詰

所
を

活
動

拠
点

と
す

る
こ

と
が

で

き
る

。
 

３
 

第
２

条
第

４
項

第
４

号
に

規
定

す
る

運
営

会
議

に
所

属
す

る
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
活

動
拠

点
は

、
伏

見
出

張
所

構
内

に

あ
る

庁
舎

別
館

内
に

置
く

。
 

４
 

第
２

条
第

４
項

第
４

号
に

規
定

す
る

運
営

会
議

に
所

属
す

る
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
う

ち
桂

川
を

活
動

範
囲

と
す

る
河

川

レ
ン

ジ
ャ

ー
は

、
淀

川
河

川
事

務
所

天
神

川
浄

化
施

設
管

理

室
を

活
動

拠
点

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

５
 

第
２

条
第

４
項

第
５

号
に

規
定

す
る

運
営

会
議

に
所

属
す

る
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
活

動
拠

点
は

、
木

津
川

出
張

所
管

内

に
あ

る
北

河
原

災
害

待
機

詰
所

内
に

置
く

。
た

だ
し

、
平

常

時
の

み
の

利
用

に
限

る
。

 

６
 

セ
ン

タ
ー

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

活
動

拠
点

は
、

枚
方

出
張

所
構

内
に

あ
る

枚
方

防
災

機
器

保
管

庫
内

及
び

伏
見

出
張

所

構
内

に
あ

る
庁

舎
別

館
内

に
置

く
。

 

７
 

第
１

項
及

び
第

６
項

に
規

定
す

る
枚

方
出

張
所

構
内

の
活

動
拠

点
は

、
中

央
流

域
セ

ン
タ

ー
と

称
す

る
。

 

８
 

第
２

項
に

規
定

す
る

淀
川

河
川

事
務

所
防

災
待

機
詰

所

は
、

点
野

流
域

セ
ン

タ
ー

と
称

す
る

。
 

９
 

第
３

項
及

び
第

６
項

に
規

定
す

る
伏

見
出

張
所

構
内

の
活

動
拠

点
は

、
上

流
域

流
域

セ
ン

タ
ー

と
称

す
る

。
 

１
０

 
第

４
項

に
規

定
す

る
淀

川
河

川
事

務
所

天
神

川
浄

化
施

設
管

理
室

は
、

桂
川

流
域

セ
ン

タ
ー

と
称

す
る

。
 

１
１

 
第

５
項

に
規

定
す

る
活

動
拠

点
は

、
木

津
川

出
張

所
管

内
流

域
セ

ン
タ

ー
と

称
す

る
。

 

 
 

（
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
担

当
出

張
所

）
 

第
１

０
条

 
第

６
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
配

属
さ

れ
た

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

担
当

出
張

所
は

、
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
主

な
活

動

範
囲

を
管

轄
す

る
出

張
所

と
す

る
。

 

 
 

（
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
人

員
）

 

第
１

１
条

 
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
人

員
は

、
出

張
所

ご
と

に
若

干
名

と
す

る
。
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現
行

 
改

正
案

 
解

説
 

２
 

セ
ン

タ
ー

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

人
員

は
、
若

干
名

と
す

る
。
 

（
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
任

命
基

準
）

 

第
１

２
条

 
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

条
件

を
満

た
し

て
い

る
者

か
ら

任
命

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
も

の
と

す

る
。

 

（
１

）
満

１
８

歳
以

上
の

者
で

あ
る

こ
と

。
 

（
２

）
地

域
固

有
の

情
報

や
知

識
に

精
通

し
て

い
る

こ
と

。
 

（
３

）
有

能
な

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
に

な
れ

る
よ

う
日

々
熱

意
を

持
ち

、
自

己
研

鑽
や

研
修

を
惜

し
ま

な
い

こ
と

。
 

（
４

）
講

座
の

受
講

を
修

了
し

、
プ

レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

を
実

施
し

、
代

表
者

会
議

か
ら

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
と

し
て

推

薦
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
５

）
公

共
施

設
の

不
正

使
用

等
の

法
令

に
違

反
す

る
行

為
を

行
っ

て
い

な
い

こ
と

。
 

（
６

）
心

身
健

全
で

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
と

し
て

活
動

を
執

行
で

き
る

こ
と

。
 

（
７

）
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
活

動
中

に
お

い
て

宗
教

活
動

、
政

治
活

動
、

営
利

活
動

及
び

そ
れ

ら
紛

ら
わ

し
い

行
為

を

行
わ

な
い

こ
と

。
 

（
８

）
こ

の
運

営
要

領
を

遵
守

で
き

る
こ

と
。

 

２
 

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
は

、
前

項
各

号
に

掲
げ

る
条

件
を

満
た

し
て

い
る

ほ
か

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
知

識
、

経
験

及
び

資

格
等

を
有

し
て

い
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

 

（
１

）
解

説
、

通
訳

、
啓

発
に

関
す

る
技

術
（

イ
ン

タ
ー

プ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
技

術
）

 

（
２

）
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
ト

に
関

す
る

知
識

と
技

術
 

（
３

）
緊

急
時

対
応

に
関

す
る

知
識

 

（
４

）
危

険
予

知
及

び
回

避
な

ど
の

安
全

確
保

や
、

安
全

教
育

に
関

す
る

知
識

 

（
５

）
環

境
保

全
や

ま
ち

づ
く

り
な

ど
の

豊
富

な
市

民
活

動
の

経
験

 

（
６

）
地

域
の

ス
ポ

ー
ツ

活
動

指
導

や
青

少
年

育
成

な
ど

の
豊

富
な

経
験

 

（
７

）
郷

土
史

へ
の

精
通

 

（
８

）
豊

富
な

川
や

水
に

関
す

る
知

識
や

実
務

経
験

 

（
９

）
川

の
指

導
者

（
初

・
中

・
上

級
）

と
し

て
の

経
験

 

（
1
0
）

自
然

観
察

指
導

員
の

資
格

 

（
1
1
）

救
急

・
救

命
法

受
講

の
経

験
 

 
 

（
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
活

動
内

容
）
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現
行

 
改

正
案

 
解

説
 

第
１

３
条

 
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

は
、

淀
川

水
系

河
川

整
備

計
画

で
示

し
て

い
る

行
政

と
住

民
等

と
の

連
携

や
協

働
を

必
要

と
す

る

事
項

を
推

進
す

る
た

め
、

行
政

と
住

民
等

と
の

橋
渡

し
役

と

な
っ

て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

活
動

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

（
１

）
防

災
・

救
援

・
救

難
の

推
進

を
図

る
活

動
 

自
分

で
守

る
・

皆
で

守
る

・
地

域
で

守
る

取
り

組
み

の

促
進

 

（
２

）
河

川
の

環
境

保
全

を
図

る
活

動
 

イ
 

河
川

環
境

保
全

・
再

生
の

普
及

・
啓

発
・

学
習

・
住

民
参

加
の

促
進

 

ロ
 

河
川

環
境

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
 

ハ
 

水
質

改
善

の
た

め
の

啓
発

活
動

 

（
３

）
河

川
の

適
正

な
利

用
の

推
進

を
図

る
活

動
 

イ
 

河
川

利
用

者
へ

の
安

全
指

導
 

ロ
 

不
法

投
棄

の
状

況
把

握
 

ハ
 

河
川

環
境

の
保

全
・

再
生

の
普

及
・

啓
発

・
学

習
 

（
４

）
節

水
意

識
の

普
及

・
啓

発
活

動
 

（
５

）
日

常
的

な
河

川
管

理
活

動
 

河
川

管
理

に
つ

い
て

の
理

解
・

普
及

・
啓

発
・

学
習

・

住
民

参
加

促
進

 

（
６

）
河

川
に

係
わ

る
歴

史
・

文
化

の
普

及
・

啓
発

活
動

 

（
７

）
河

川
行

政
と

地
域

・
住

民
・

住
民

団
体

と
の

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
を

図
る

活
動

 

（
８

）
川

づ
く

り
・

ま
ち

づ
く

り
へ

の
参

画
・

支
援

活
動

 

（
９

）
川

の
人

材
を

育
成

す
る

活
動

 

（
1
0
）

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
活

動
に

関
す

る
ニ

ュ
ー

ス
の

発
行

等

の
情

報
の

発
信

 

２
 

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
は

、
活

動
を

通
し

て
、

第
１

項
に

掲
げ

る
活

動
の

ほ
か

、
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

と
し

て
ふ

さ
わ

し
い

活

動
を

運
営

会
議

に
提

案
す

る
こ

と
が

出
来

る
。

 

３
 

セ
ン

タ
ー

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
は

、
第

１
項

に
掲

げ
る

活
動

の
ほ

か
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

人
材

発
掘

、
総

括
的

活
動

及

び
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
活

動
支

援
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

４
 

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
は

、
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

と
し

て
の

活
動

中
に

お
い

て
、

宗
教

活
動

、
政

治
活

動
及

び
営

利
活

動
並

び

に
こ

れ
ら

行
為

と
紛

ら
わ

し
い

行
為

を
行

っ
て

は
な

ら
な

い
。

 

５
 

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
は

、
住

民
の

参
加

を
募

っ
て

活
動

す
る

と
き

は
、

活
動

１
回

あ
た

り
に

一
般

参
加

者
１

０
名

以
上

を

目
標

と
す

る
。
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現
行

 
改

正
案

 
解

説
 

（
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
審

査
及

び
推

薦
）

 

第
１

４
条

 
代

表
者

会
議

は
、

講
座

の
受

講
を

修
了

し
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

審
査

を
申

請
し

、
プ

レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

を
実

施

し
た

者
を

対
象

と
し

て
、

別
途

定
め

る
「

淀
川

管
内

河
川

レ

ン
ジ

ャ
ー

（
試

行
）

審
査

要
領

」
（

以
下

「
審

査
要

領
」

と
い

う
。
）

に
基

づ
き

、
公

平
中

立
な

立
場

で
審

査
を

行
い

、
河

川

レ
ン

ジ
ャ

ー
と

し
て

推
薦

す
る

者
を

決
定

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

代
表

者
会

議
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

り
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

と
し

て
推

薦
す

る
者

を
決

定
し

た
と

き
は

、
該

当
す

る
運

営

会
議

に
推

薦
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

（
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
任

命
）

 

第
１

５
条

 
運

営
会

議
は

、
前

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

推
薦

を
受

け
た

と
き

は
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
と

し

て
任

命
す

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

運
営

会
議

は
、

前
項

の
任

命
を

行
っ

た
と

き
は

、
事

務
所

長
及

び
代

表
者

会
議

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

セ
ン

タ
ー

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
は

、
第

４
条

に
規

定
す

る
運

営
業

務
の

受
託

者
（

以
下

「
運

営
業

務
受

託
者

」
と

い
う

。
）

が
選

出
し

、
事

務
所

長
が

任
命

す
る

。
事

務
所

長
は

、
セ

ン

タ
ー

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
を

任
命

し
た

と
き

は
、

代
表

者
会

議

及
び

各
運

営
会

議
に

報
告

す
る

。
 

 
 

（
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
解

任
及

び
辞

任
）

 

第
１

６
条

 
運

営
会

議
は

、
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

が
次

の
各

号
に

掲
げ

る
内

容
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

、
審

議
を

行
い

、

当
該

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
を

解
任

す
る

た
め

の
提

案
を

事
務

所

長
に

対
し

て
行

う
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。
 

（
１

）
活

動
の

意
志

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
。

 

（
２

）
公

序
良

俗
に

反
し

、
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

と
し

て
ふ

さ
わ

し
く

な
い

行
為

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
と

き
。

 

（
３

）
心

身
故

障
の

た
め

、
活

動
の

執
行

に
堪

え
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
。

 

（
４

）
活

動
中

に
お

い
て

宗
教

活
動

、
政

治
活

動
、

営
利

活
動

及
び

そ
れ

ら
紛

ら
わ

し
い

行
為

を
行

っ
た

と
き

。
 

（
５

）
公

共
施

設
の

不
正

使
用

等
の

法
令

に
違

反
す

る
行

為
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
た

と
き

。
 

（
６

）
そ

の
他

こ
の

運
営

要
領

に
違

反
し

た
と

認
め

ら
れ

る
と

き
。

 

２
 

事
務

所
長

は
、

前
項

の
提

案
を

受
け

た
と

き
は

、
解

任
の
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現
行

 
改

正
案

 
解

説
 

理
由

が
妥

当
で

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

解
任

の
た

め
の

提

案
を

承
認

す
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

運
営

会
議

は
、

前
項

の
承

認
後

に
、

当
該

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
を

解
任

す
る

も
の

と
す

る
。

 

４
 

運
営

会
議

は
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
か

ら
辞

任
の

申
し

出
を

受
け

た
場

合
は

、
事

務
所

長
の

了
承

を
得

て
、

当
該

河
川

レ

ン
ジ

ャ
ー

の
辞

任
を

了
承

す
る

。
 

５
 

運
営

会
議

は
、

第
３

項
の

解
任

又
は

第
４

項
の

辞
任

の
了

承
を

行
っ

た
と

き
は

、
代

表
者

会
議

に
報

告
す

る
も

の
と

す

る
。

 

６
 

運
営

会
議

は
、

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

提
案

を
行

う
と

き
は

、
事

前
に

当
該

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
に

対
し

て
、

不
服

申

し
立

て
に

よ
る

弁
明

の
機

会
を

与
え

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
任

期
）

 

第
１

７
条

 
新

任
の

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
は

、
任

命
か

ら
１

年
を

達
し

た
日

以
後

に
お

け
る

最
初

の
３

月
３

１
日

ま
で

を
任

期
と

し
、

こ
れ

を
試

行
期

間
と

す
る

。
 

２
 

再
任

の
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

は
、

再
任

さ
れ

た
年

の
４

月
１

日
か

ら
翌

々
年

の
３

月
３

１
日

ま
で

の
２

年
間

を
任

期
と

す

る
。

 

３
 

セ
ン

タ
ー

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

任
期

は
定

め
な

い
も

の
と

す
る

。
 

４
 

事
務

所
長

は
、

任
期

満
了

に
よ

り
退

任
す

る
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

に
対

し
、

そ
の

貢
献

を
讃

え
る

た
め

、
感

謝
状

を
贈

呈

す
る

。
 

 
 

（
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
再

任
）

 

第
１

８
条

 
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

は
、
２

回
を

越
え

て
再

任
さ

れ
な

い
。

た
だ

し
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
認

め
ら

れ

る
と

き
は

、
１

回
に

限
り

特
例

と
し

て
再

任
さ

れ
る

こ
と

が

で
き

る
。
（

以
下

「
特

例
再

任
」

と
い

う
。
）

 

（
１

）
地

域
住

民
と

の
意

見
交

換
を

通
じ

て
河

川
と

の
関

わ
り

を
定

着
さ

せ
る

役
割

を
担

っ
て

い
る

者
又

は
担

う
こ

と

が
十

分
に

期
待

で
き

る
者

 

（
２

）
所

属
す

る
運

営
会

議
に

お
い

て
、

他
に

同
等

の
活

動
を

担
う

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
が

存
在

し
て

い
な

い
者

で
継

続

す
る

こ
と

が
不

可
欠

な
活

動
を

行
っ

て
い

る
者

 

（
３

）
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

全
体

の
運

営
に

尽
力

し
て

い
る

者
又

は
尽

力
し

て
い

た
だ

く
必

要
が

あ
る

者
 

２
 

運
営

会
議

事
務

局
は

、
任

期
が

満
了

と
な

る
河

川
レ

ン
ジ
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現
行

 
改

正
案

 
解

説
 

ャ
ー

に
対

し
て

、
任

期
が

満
了

と
な

る
年

の
１

月
末

日
ま

で

に
再

任
の

意
志

を
確

認
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、

前
項

た
だ

し
書

き
の

特
例

再
任

に
あ

た
っ

て
は

、
代

表
者

会

議
が

再
任

を
決

定
し

た
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

に
対

し
て

、
任

期

が
満

了
と

な
る

年
の

１
月

末
日

ま
で

に
代

表
者

会
議

事
務

局

が
再

任
の

意
志

を
確

認
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

３
 

１
回

目
の

再
任

の
意

志
が

認
め

ら
れ

た
新

任
の

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
は

、
運

営
会

議
に

お
い

て
試

行
期

間
の

活
動

状
況

か

ら
、
継

続
が

妥
当

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
と

き
は

再
任

す
る

。
 

４
 

２
回

目
の

再
任

の
意

志
が

認
め

ら
れ

た
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

は
、

運
営

会
議

に
お

い
て

再
任

の
可

否
の

審
査

を
行

い
再

任

が
決

定
し

た
と

き
は

再
任

す
る

。
 

５
 

第
１

項
た

だ
し

書
き

の
特

例
再

任
は

、
運

営
会

議
が

再
任

の
必

要
性

を
審

議
し

た
う

え
で

推
薦

す
る

者
及

び
事

務
所

長

が
推

薦
す

る
者

を
対

象
と

し
、

代
表

者
会

議
が

再
任

の
可

否

の
審

査
及

び
再

任
の

決
定

を
行

い
、

そ
の

議
に

基
づ

き
、

第

２
項

た
だ

し
書

き
の

確
認

を
経

て
、
運

営
会

議
が

再
任

す
る

。
 

６
 

前
項

の
推

薦
は

、
各

運
営

会
議

か
ら

１
名

、
事

務
所

長
か

ら
５

名
を

限
度

と
す

る
。

 

７
 

運
営

会
議

は
、

再
任

を
行

っ
た

と
き

は
、

事
務

所
長

及
び

代
表

者
会

議
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（
年

間
活

動
計

画
の

作
成

・
提

出
・

決
定

）
 

第
１

９
条

 
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

は
、

年
度

ご
と

の
年

間
活

動
計

画
を

作
成

し
、

活
動

前
年

度
の

１
月

末
日

ま
で

に
担

当
出

張
所

長

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
特

例
再

任
と

な

る
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

は
、

活
動

前
年

度
の

２
月

中
旬

ま
で

に

担
当

出
張

所
長

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

担
当

出
張

所
長

は
、

前
項

の
年

間
活

動
計

画
を

確
認

し
、

事
務

所
長

へ
の

報
告

を
経

て
、

運
営

会
議

に
提

出
す

る
も

の

と
す

る
。

 

３
 

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

り
年

間
活

動
計

画
が

提
出

さ
れ

る
と

き
は

、
運

営
会

議
に

出
席

し
、

説
明

し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

４
 

運
営

会
議

は
、

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
提

出
を

受
け

た
年

間
活

動
計

画
の

内
容

を
確

認
し

、
年

間
活

動
計

画
を

決
定

す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

が
や

む
を

得

ず
出

席
で

き
な

い
と

き
は

、
運

営
会

議
が

年
間

活
動

計
画

の

取
り

扱
い

を
決

定
す

る
も

の
と

す
る

。
 

５
 

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
は

、
第

４
項

の
規

定
に

よ
り

決
定

し
た

（
年

間
活

動
計

画
の

作
成

・
提

出
・

決
定

）
 

第
１

９
条

 
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

は
、

年
度

ご
と

の
年

間
活

動
計

画
を

作
成

し
、

活
動

前
年

度
の

１
月

末
日

ま
で

に
担

当
出

張
所

長

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
特

例
再

任
と

な

る
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

は
、

活
動

前
年

度
の

２
月

中
旬

ま
で

に

担
当

出
張

所
長

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

担
当

出
張

所
長

は
、

前
項

の
年

間
活

動
計

画
を

確
認

し
、

事
務

所
長

へ
の

報
告

を
経

て
、

運
営

会
議

に
提

出
す

る
も

の

と
す

る
。

 

３
 

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

り
年

間
活

動
計

画
が

提
出

さ
れ

る
と

き
は

、
運

営
会

議
に

出
席

し
、

説
明

し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

４
 

運
営

会
議

は
、

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
提

出
を

受
け

た
年

間
活

動
計

画
の

内
容

を
評

価
確

認
し

、
年

間
活

動
計

画
を

決

定
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

が
や

む

を
得

ず
出

席
で

き
な

い
と

き
は

、
運

営
会

議
が

年
間

活
動

計

画
の

取
り

扱
い

を
決

定
す

る
も

の
と

す
る

。
 

５
 

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
は

、
第

４
項

の
規

定
に

よ
り

決
定

し
た

           第
１

９
条

第
４

項
 

運
営

会
議

で
は

、
こ

れ
ま

で
年

間
活

動
計

画
を

評
価

し
た

う
え

で
活

動
計

画
を

決
定

し
て

頂
い

て
い

ま
す

。
 

こ
の

た
め

、
年

間
活

動
計

画
の

内
容

の
「

確
認

」
か

ら
「

評
価

」
に

変
更

し
、
現

状
と

の
整

合
を

図
り

ま
す

。
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現
行

 
改

正
案

 
解

説
 

年
間

活
動

計
画

を
必

要
に

応
じ

て
変

更
す

る
こ

と
が

で
き

る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

年
間

活
動

計
画

（
変

更
）

を
担

当

出
張

所
長

に
提

出
し

、
事

前
に

承
諾

を
得

て
、

事
後

に
運

営

会
議

の
承

認
を

得
る

も
の

と
す

る
。

 

年
間

活
動

計
画

を
必

要
に

応
じ

て
変

更
す

る
こ

と
が

で
き

る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

年
間

活
動

計
画

（
変

更
）

を
担

当

出
張

所
長

に
提

出
し

、
事

前
に

承
諾

を
得

て
、

事
後

に
運

営

会
議

の
承

認
を

得
る

も
の

と
す

る
。

 

（
活

動
報

告
）

 

第
２

０
条

 
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

は
、

活
動

の
内

容
、

経
過

及
び

結
果

等
を

運
営

会
議

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
ま

た
、

必

要
に

応
じ

て
代

表
者

会
議

に
も

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
は

、
運

営
細

則
に

基
づ

き
、

活
動

日
誌

を
担

当
出

張
所

長
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
 

（
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
身

分
）

 

第
２

１
条

 
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
身

分
は

、
原

則
と

し
て

、
運

営
業

務
受

託
者

か
ら

の
委

嘱
者

と
す

る
。

 

２
 

セ
ン

タ
ー

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

身
分

は
、

原
則

と
し

て
、

運
営

業
務

受
託

者
の

職
員

等
と

す
る

。
 

 
 

（
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
活

動
費

等
）

 

第
２

２
条

 
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
活

動
費

は
月

払
い

と
し

、
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

と
し

て
ふ

さ
わ

し
い

活
動

内
容

に
対

し
て

支
給

す

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

活
動

費
月

額
は

、
運

営
細

則
の

規
定

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
活

動
内

容
に

応
じ

て
活

動

費
月

額
の

増
減

を
行

う
場

合
が

あ
る

。
 

３
 

交
通

費
等

は
、

運
営

細
則

の
規

定
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

 

４
 

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
と

し
て

の
活

動
が

月
間

中
に

無
い

場
合

は
、

活
動

費
を

支
給

し
な

い
も

の
と

す
る

。
 

５
 

セ
ン

タ
ー

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

報
酬

は
、

運
営

業
務

受
託

者
の

定
め

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

６
 

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
は

、
第

１
２

条
に

規
定

す
る

任
命

基
準

に
虚

偽
の

申
告

が
認

め
ら

れ
た

と
き

又
は

第
１

６
条

第
１

項

第
２

号
及

び
同

条
同

項
第

４
号

並
び

に
同

条
同

項
第

５
号

に

規
定

す
る

解
任

事
項

が
認

め
ら

れ
た

と
き

は
、

そ
の

行
為

の

あ
っ

た
月

ま
で

遡
り

、
活

動
費

を
全

額
返

却
し

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

 

 
 

（
経

費
及

び
活

動
費

等
の

支
払

い
）

 

第
２

３
条

 
第

５
条

第
１

項
に

規
定

す
る

経
費

、
前

条
第

１
項

及
び

第
２

項
に

規
定

す
る

活
動

費
並

び
に

前
条

第
３

項
に

規
定

す

る
交

通
費

等
は

、
運

営
細

則
に

基
づ

い
て

運
営

業
務

受
託

者
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現
行

 
改

正
案

 
解

説
 

か
ら

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
に

支
払

わ
れ

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

セ
ン

タ
ー

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

報
酬

及
び

交
通

費
等

は
、

運
営

業
務

受
託

者
の

定
め

に
よ

っ
て

支
払

わ
れ

る
も

の
と

す

る
。

 

（
保

険
の

加
入

）
 

第
２

４
条

 
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

は
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
と

し
て

の
活

動
及

び
第

１
９

条
第

４
項

の
規

定
に

よ
り

運
営

会
議

で
決

定

さ
れ

た
年

間
活

動
計

画
に

基
づ

く
活

動
を

行
う

に
当

た
っ

て

は
、

事
前

に
、

本
人

及
び

協
力

ス
タ

ッ
フ

並
び

に
当

該
活

動

参
加

者
を

対
象

と
し

た
傷

害
保

険
（

レ
ジ

ャ
ー

保
険

等
）
、

本

人
及

び
協

力
ス

タ
ッ

フ
を

対
象

と
し

た
賠

償
責

任
保

険
に

加

入
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

前
項

の
傷

害
保

険
（

レ
ジ

ャ
ー

保
険

等
）

及
び

賠
償

責
任

保
険

へ
の

加
入

手
続

き
は

、
運

営
業

務
受

託
者

が
責

任
を

持

っ
て

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

３
 

運
営

業
務

受
託

者
は

、
前

項
の

保
険

へ
の

加
入

に
当

た
っ

て
は

、
運

営
細

則
で

定
め

ら
れ

て
い

る
保

障
内

容
を

充
た

す

契
約

で
あ

る
こ

と
を

証
明

し
、

事
務

所
長

か
ら

承
諾

を
得

な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
 

（
事

故
の

責
任

）
 

第
２

５
条

 
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

が
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
と

し
て

の
活

動
及

び
第

１
９

条
第

４
項

の
規

定
に

よ
り

運
営

会
議

で
決

定

さ
れ

た
年

間
活

動
計

画
に

基
づ

く
活

動
中

に
起

こ
し

た
第

三

者
及

び
本

人
に

対
す

る
事

故
の

責
任

は
、

法
律

上
適

正
な

責

任
の

範
囲

内
で

運
営

業
務

受
託

者
が

負
う

も
の

と
す

る
。

 

 
 

（
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

へ
の

支
援

）
 

第
２

６
条

 
事

務
所

長
は

、
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
活

動
範

囲
や

機
会

の
拡

大
、

活
動

に
必

要
な

物
的

及
び

人
的

支
援

、
資

質
向

上

の
た

め
の

講
習

等
の

参
加

支
援

、
民

間
交

流
の

拡
大

、
施

設

の
利

用
等

、
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

を
後

方
か

ら
支

援
す

る
も

の

と
す

る
。

 

 
 

 第
３

章
 

淀
川

管
内

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
代

表
者

会
議

 

 （
代

表
者

会
議

の
役

割
）

 

第
２

７
条

 
代

表
者

会
議

は
、

運
営

会
議

及
び

レ
ン

ジ
ャ

ー
会

議
が

活
力

あ
る

組
織

と
し

て
力

を
発

揮
で

き
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー

を
定

着
さ

せ
、

発
展

さ
せ

る
よ

う
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

取
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現
行

 
改

正
案

 
解

説
 

り
組

み
を

統
括

す
る

組
織

と
し

て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

事

項
を

つ
か

さ
ど

る
。

 

（
１

）
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
仕

組
み

、
基

準
及

び
連

携
強

化
方

策
に

関
す

る
検

討
・

策
定

 

（
２

）
運

営
会

議
又

は
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

若
し

く
は

河
川

管
理

者
か

ら
報

告
又

は
提

案
さ

れ
た

事
項

の
検

討
 

（
３

）
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
審

査
申

請
の

受
付

及
び

審
査

に
用

い
る

情
報

の
収

集
並

び
に

プ
レ

ゼ
ン

テ
ー

シ
ョ

ン
の

開

催
 

（
４

）
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
審

査
を

申
請

し
た

者
の

審
査

及
び

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
に

推
薦

す
る

者
の

決
定

並
び

に
運

営

会
議

へ
の

推
薦

 

（
５

）
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
特

例
再

任
の

審
査

及
び

決
定

並
び

に
運

営
会

議
へ

の
通

知
 

（
６

）
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

へ
の

指
導

及
び

助
言

 

（
７

）
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

へ
の

支
援

方
策

の
検

討
及

び
支

援
 

（
８

）
そ

の
他

必
要

と
認

め
ら

れ
る

事
項

 

（
代

表
者

会
議

の
構

成
）

 

第
２

８
条

 
代

表
者

会
議

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

委
員

を
も

っ
て

構
成

す
る

。
 

（
１

）
学

識
経

験
者

等
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
３

名
 

（
２

）
運

営
会

議
代

表
者

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
５

名
 

（
３

）
運

営
会

議
代

表
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

 
 

 
 

 
５

名
 

（
４

）
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

議
長

 

（
５

）
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

事
務

局
長

 

（
セ

ン
タ

ー
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

）
 

（
６

）
自

治
体

代
表

 

（
大

阪
府

・
京

都
府

・
大

阪
市

・
京

都
市

）
 

４
名

 

（
７

）
淀

川
河

川
事

務
所

長
 

（
代

表
者

会
議

の
構

成
）

 

第
２

８
条

 
代

表
者

会
議

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

委
員

を
も

っ
て

構
成

す
る

。
 

（
１

）
学

識
経

験
者

等
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
３

名
 

（
２

）
運

営
会

議
代

表
者

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
５

名
 

（
３

）
運

営
会

議
代

表
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

 
 

 
 

 
５

名
 

（
４

）
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

議
長

 

（
５

）
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

事
務

局
長

 

（
セ

ン
タ

ー
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

）
 

（
６

）
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

専
門

家
会

議
議

長
 

（
７

６
）

自
治

体
代

表
 

（
大

阪
府

・
京

都
府

・
大

阪
市

・
京

都
市

）
 

４
名

 

（
８

７
）

淀
川

河
川

事
務

所
長

 

第
２

８
条

 

 
今

年
度

に
発

足
し

ま
し

た
「

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
専

門

家
会

議
」

の
議

長
に

は
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

専
門

家

と
し

て
貴

重
な

ご
意

見
等

を
聴

取
で

き
る

よ
う

、
委

員

と
し

て
代

表
者

会
議

に
参

画
し

て
頂

き
ま

す
。

 

 専
門

家
会

議
 

議
 

長
 

上
田

ﾚ
ﾝ
ｼ
ﾞ
ｬ
ｰ
 

 
 

 
 

 
 

副
議

長
 

原
田

ﾚ
ﾝ
ｼ
ﾞ
ｬ
ｰ
ｱ
ﾄ
ﾞ
ﾊ
ﾞ
ｲ
ｻ
ﾞ
ｰ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

坂
本

ﾚ
ﾝ
ｼ
ﾞ
ｬ
ｰ
ｱ
ﾄ
ﾞ
ﾊ
ﾞ
ｲ
ｻ
ﾞ
ｰ
 

（
代

表
者

会
議

の
組

織
）

 

第
２

９
条

 
代

表
者

会
議

の
委

員
は

、
前

条
各

号
に

規
定

す
る

委
員

の
構

成
に

基
づ

い
て

、
事

務
所

長
が

委
嘱

す
る

。
 

２
 

前
条

第
１

号
に

規
定

す
る

委
員

は
、

事
務

所
長

が
選

任
す

る
。

 

３
 

前
条

第
６

号
に

規
定

す
る

委
員

は
、

事
務

所
長

が
自

治
体

の
長

又
は

河
川

担
当

部
局

等
に

選
任

を
依

頼
す

る
。

 

４
 

委
員

の
任

期
は

２
年

間
と

し
、

再
任

を
妨

げ
な

い
。

た
だ

し
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
は

、
第

１
７

条
各

項
に

規
定

す
る

任

（
代

表
者

会
議

の
組

織
）

 

第
２

９
条

 
代

表
者

会
議

の
委

員
は

、
前

条
各

号
に

規
定

す
る

委
員

の
構

成
に

基
づ

い
て

、
事

務
所

長
が

委
嘱

す
る

。
 

２
 

前
条

第
１

号
に

規
定

す
る

委
員

は
、

事
務

所
長

が
選

任
す

る
。

 

３
 

前
条

第
７

６
号

に
規

定
す

る
委

員
は

、
事

務
所

長
が

自
治

体
の

長
又

は
河

川
担

当
部

局
等

に
選

任
を

依
頼

す
る

。
 

４
 

委
員

の
任

期
は

２
年

間
と

し
、

再
任

を
妨

げ
な

い
。

た
だ

し
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
は

、
第

１
７

条
各

項
に

規
定

す
る

任
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現
行

 
改

正
案

 
解

説
 

期
に

準
じ

る
。

 

５
 

事
務

所
長

は
、

委
員

か
ら

辞
任

の
申

し
出

が
あ

っ
た

と
き

又
は

委
員

が
そ

の
任

務
を

遂
行

す
る

こ
と

が
適

当
で

な
く

な

っ
た

と
認

め
る

と
き

は
、

前
項

の
任

期
に

か
か

わ
ら

ず
、

解

嘱
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

、
事

務
所

長
は

、
遅

滞

な
く

後
任

の
委

員
を

委
嘱

す
る

も
の

と
す

る
。

 

６
 

補
欠

の
た

め
又

は
増

員
に

よ
っ

て
委

嘱
す

る
委

員
の

任
期

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
前

任
者

又
は

現
任

者
の

任
期

の
残

存
期

間

と
す

る
。

 

７
 

委
員

は
任

期
満

了
後

に
お

い
て

も
、

後
任

者
が

委
嘱

さ
れ

る
ま

で
の

期
間

は
、

そ
の

職
務

を
継

続
す

る
。

 

８
 

代
表

者
会

議
に

会
長

及
び

副
会

長
を

置
き

、
前

条
第

１
号

か
ら

第
３

号
ま

で
の

委
員

か
ら

、
委

員
の

互
選

に
よ

り
こ

れ

を
定

め
る

。
 

９
 

会
長

は
、

会
務

を
総

理
す

る
。

 

１
０

 
会

長
に

事
故

が
あ

る
と

き
は

、
副

会
長

が
そ

の
職

務
を

代
理

す
る

。
 

１
１

 
前

条
第

１
号

を
除

く
委

員
に

つ
い

て
は

、
代

表
者

会
議

へ
の

代
理

出
席

を
認

め
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

第
１

４

条
第

１
項

に
規

定
す

る
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
推

薦
を

審
査

・

決
定

す
る

と
き

は
、

プ
レ

ゼ
ン

テ
ー

シ
ョ

ン
に

出
席

し
た

者

又
は

記
録

映
像

を
視

聴
し

た
者

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

１
２

 
代

表
者

会
議

は
、

委
員

総
数

の
３

分
の

２
以

上
の

出
席

を
も

っ
て

成
立

し
、

出
席

委
員

の
過

半
数

を
も

っ
て

議
決

す

る
。

 

期
に

準
じ

る
。

 

５
 

事
務

所
長

は
、

委
員

か
ら

辞
任

の
申

し
出

が
あ

っ
た

と
き

又
は

委
員

が
そ

の
任

務
を

遂
行

す
る

こ
と

が
適

当
で

な
く

な

っ
た

と
認

め
る

と
き

は
、

前
項

の
任

期
に

か
か

わ
ら

ず
、

解

嘱
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

、
事

務
所

長
は

、
遅

滞

な
く

後
任

の
委

員
を

委
嘱

す
る

も
の

と
す

る
。

 

６
 

補
欠

の
た

め
又

は
増

員
に

よ
っ

て
委

嘱
す

る
委

員
の

任
期

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
前

任
者

又
は

現
任

者
の

任
期

の
残

存
期

間

と
す

る
。

 

７
 

委
員

は
任

期
満

了
後

に
お

い
て

も
、

後
任

者
が

委
嘱

さ
れ

る
ま

で
の

期
間

は
、

そ
の

職
務

を
継

続
す

る
。

 

８
 

代
表

者
会

議
に

会
長

及
び

副
会

長
を

置
き

、
前

条
第

１
号

か
ら

第
３

号
ま

で
の

委
員

か
ら

、
委

員
の

互
選

に
よ

り
こ

れ

を
定

め
る

。
 

９
 

会
長

及
び

副
会

長
の

任
期

及
び

再
任

並
び

に
職

務
の

継
続

は
、

第
４

項
及

び
第

７
項

の
規

定
に

準
じ

る
。

 

１
０

９
 

会
長

は
、

会
務

を
総

理
す

る
。

 

１
１

１
０

 
会

長
に

事
故

が
あ

る
と

き
は

、
副

会
長

が
そ

の
職

務
を

代
理

す
る

。
 

１
２

１
１

 
前

条
第

１
号

を
除

く
委

員
に

つ
い

て
は

、
代

表
者

会
議

へ
の

代
理

出
席

を
認

め
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

第

１
４

条
第

１
項

に
規

定
す

る
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
推

薦
を

審

査
・

決
定

す
る

と
き

は
、

プ
レ

ゼ
ン

テ
ー

シ
ョ

ン
に

出
席

し

た
者

又
は

記
録

映
像

を
視

聴
し

た
者

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

１
３

１
２

 
代

表
者

会
議

は
、

委
員

総
数

の
３

分
の

２
以

上
の

出
席

を
も

っ
て

成
立

し
、

出
席

委
員

の
過

半
数

を
も

っ
て

議

決
す

る
。

 

             第
２

９
条

第
９

項
 

 
運

営
会

議
の

代
表

者
及

び
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

代
表

と
同

様
に

、
任

期
を

明
確

に
す

る
こ

と
と

し
ま

し
た

。
 

 
な

お
、

委
員

を
辞

任
さ

れ
た

場
合

な
ど

、
後

任
の

会

長
又

は
副

会
長

が
選

任
さ

れ
る

ま
で

の
期

間
は

、
そ

の

職
務

を
継

続
し

て
頂

き
ま

す
。

 

 第
２

９
条

第
１

２
項

 

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

審
査

は
、

プ
レ

ゼ
ン

テ
ー

シ
ョ

ン
と

同
日

に
実

施
し

て
お

り
、

記
録

映
像

を
視

聴
し

て

審
査

を
行

う
こ

と
が

生
じ

な
く

な
っ

て
い

ま
す

。
 

こ
の

た
め

、
該

当
す

る
部

分
を

削
除

し
ま

し
た

。
 

（
代

表
者

会
議

の
運

営
）

 

第
３

０
条

 
代

表
者

会
議

は
、

年
２

回
以

上
必

要
に

応
じ

て
開

催
す

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

代
表

者
会

議
は

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

代
表

者
会

議
に

必
要

と
す

る
者

の
出

席
を

求
め

、
説

明
又

は
意

見

を
聴

く
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
 

運
営

会
議

代
表

者
が

代
表

者
会

議
又

は
プ

レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

へ
の

出
席

が
困

難
な

と
き

は
、

第
３

８
条

第
１

３
項

の

規
定

に
基

づ
き

、
運

営
会

議
代

表
者

が
あ

ら
か

じ
め

指
名

す

る
運

営
会

議
委

員
又

は
運

営
会

議
座

長
が

代
理

出
席

し
な

け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
代

表
者

会
議

の
運

営
）

 

第
３

０
条

 
代

表
者

会
議

は
、

年
２

回
以

上
必

要
に

応
じ

て
開

催
す

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

代
表

者
会

議
は

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

代
表

者
会

議
に

必
要

と
す

る
者

の
出

席
を

求
め

、
説

明
又

は
意

見

を
聴

く
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
 

運
営

会
議

代
表

者
が

代
表

者
会

議
又

は
プ

レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

へ
の

出
席

が
困

難
な

と
き

は
、

第
３

８
条

第
１

３
項

の

規
定

に
基

づ
き

、
運

営
会

議
代

表
者

が
あ

ら
か

じ
め

指
名

す

る
運

営
会

議
委

員
又

は
運

営
会

議
座

長
が

代
理

出
席

し
な

け

れ
ば

な
ら

な
い

。
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４
 

運
営

会
議

代
表

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
が

代
表

者
会

議
又

は
プ

レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

へ
の

出
席

が
困

難
な

と
き

は
、

第
３

８

条
第

１
４

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
運

営
会

議
代

表
河

川
レ

ン

ジ
ャ

ー
が

指
名

す
る

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
が

代
理

出
席

し
な

け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

５
 

レ
ン

ジ
ャ

ー
会

議
議

長
が

代
表

者
会

議
又

は
プ

レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

へ
の

出
席

が
困

難
な

と
き

は
、

第
４

６
条

第
３

項

の
規

定
に

基
づ

き
、

レ
ン

ジ
ャ

ー
会

議
副

議
長

が
代

理
出

席

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

６
 

第
２

８
条

第
３

号
及

び
第

４
号

の
委

員
は

、
第

１
８

条
第

５
項

に
規

定
す

る
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
特

例
再

任
の

可
否

の

審
査

及
び

決
定

を
行

う
代

表
者

会
議

へ
の

出
席

を
認

め
な

い

も
の

と
す

る
。

 

４
 

運
営

会
議

代
表

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
が

代
表

者
会

議
又

は
プ

レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

へ
の

出
席

が
困

難
な

と
き

は
、

第
３

８

条
第

１
４

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
運

営
会

議
代

表
河

川
レ

ン

ジ
ャ

ー
が

指
名

す
る

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
が

代
理

出
席

し
な

け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

５
 

レ
ン

ジ
ャ

ー
会

議
議

長
が

代
表

者
会

議
又

は
プ

レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

へ
の

出
席

が
困

難
な

と
き

は
、

第
４

６
条

第
４

３

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

副
議

長
が

代
理

出

席
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

６
 

第
２

８
条

第
３

号
及

び
第

４
号

並
び

に
第

６
号

の
委

員

は
、

第
１

８
条

第
５

項
に

規
定

す
る

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

特

例
再

任
の

可
否

の
審

査
及

び
決

定
を

行
う

代
表

者
会

議
へ

の

出
席

を
認

め
な

い
も

の
と

す
る

。
 

        第
３

０
条

第
６

項
 

現
行

で
は

、
特

例
再

任
の

審
査

・
決

定
に

は
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

委
員

に
参

加
し

て
頂

か
な

い
よ

う
に

な
っ

て
い

ま
す

。
 

一
方

、
専

門
家

会
議

議
長

は
、

現
在

の
よ

う
に

特
例

再
任

の
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
方

に
務

め
て

頂
く

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

 

こ
の

た
め

、
現

行
条

文
の

考
え

を
維

持
す

る
よ

う
、

専
門

家
会

議
議

長
に

は
、

特
例

再
任

の
審

査
・

決
定

に

参
加

し
て

頂
か

な
い

よ
う

に
し

ま
す

。
 

（
代

表
者

会
議

の
情

報
公

開
及

び
守

秘
義

務
）

 

第
３

１
条

 
代

表
者

会
議

は
、

原
則

と
し

て
、

公
開

と
す

る
。

た
だ

し
、

第
１

４
条

第
１

項
に

規
定

す
る

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

推

薦
を

審
査

・
決

定
す

る
と

き
並

び
に

第
１

８
条

第
５

項
に

規

定
す

る
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
特

例
再

任
を

審
査

・
決

定
す

る

と
き

は
、

非
公

開
と

す
る

。
 

２
 

代
表

者
会

議
事

務
局

は
、

代
表

者
会

議
を

開
催

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
事

前
に

淀
川

河
川

事
務

所
及

び
淀

川
管

内
河

川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
開

催
の

案
内

を
掲

示
す

る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

代
表

者
会

議
事

務
局

は
、

代
表

者
会

議
の

開
催

後
に

は
、

議
事

要
旨

及
び

議
事

録
並

び
に

配
付

資
料

を
前

項
の

ホ
ー

ム

ペ
ー

ジ
で

公
開

す
る

。
た

だ
し

、
非

公
開

に
係

わ
る

部
分

は
、

該
当

者
の

権
利

利
益

を
害

す
る

恐
れ

の
あ

る
情

報
を

含
ま

な

い
結

果
を

公
開

す
る

。
 

４
 

委
員

及
び

代
表

者
会

議
事

務
局

は
、

非
公

開
に

係
わ

る
情

報
に

つ
い

て
、

守
秘

義
務

を
負

う
も

の
と

す
る

。
 

 
 

（
代

表
者

会
議

の
非

公
開

会
議

に
係

る
情

報
開

示
）

 

第
３

２
条

 
代

表
者

会
議

は
、

非
公

開
に

係
わ

る
部

分
の

情
報

開
示

を
請

求
さ

れ
た

と
き

は
、「

行
政

機
関

の
保

有
す

る
情

報
の

公

開
に

関
す

る
法

律
」

に
基

づ
い

て
開

示
す

る
。
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（
代

表
者

会
議

の
開

催
）

 

第
３

３
条

 
代

表
者

会
議

の
開

催
は

、
会

長
が

招
集

す
る

。
 

２
 

代
表

者
会

議
事

務
局

は
、

原
則

と
し

て
代

表
者

会
議

を
開

催
す

る
日

の
２

週
間

前
ま

で
に

、
各

委
員

に
対

し
、

開
催

日

時
、

開
催

場
所

及
び

議
事

内
容

を
記

載
し

た
代

表
者

会
議

開

催
の

通
知

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

３
 

代
表

者
会

議
事

務
局

は
、

原
則

と
し

て
、

代
表

者
会

議
資

料
を

代
表

者
会

議
の

開
催

日
ま

で
に

各
委

員
あ

て
に

送
付

し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
第

３
１

条
第

１
項

た
だ

し

書
き

の
審

査
に

係
わ

る
資

料
は

送
付

し
な

い
も

の
と

す
る

。
 

 
 

（
プ

レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

の
開

催
）

 

第
３

４
条

 
代

表
者

会
議

は
、

講
座

の
受

講
を

修
了

し
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

審
査

の
申

請
を

受
け

付
け

た
者

を
対

象
と

し
て

、

審
査

要
領

に
基

づ
き

、
審

査
に

用
い

る
情

報
を

収
集

す
る

こ

と
を

目
的

と
し

た
プ

レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

を
開

催
す

る
も

の

と
す

る
。

 

２
 

プ
レ

ゼ
ン

テ
ー

シ
ョ

ン
は

、
原

則
と

し
て

、
講

座
の

最
終

日
か

ら
４

週
間

後
を

目
処

と
し

て
開

催
す

る
も

の
と

す
る

。

た
だ

し
、

特
別

な
事

情
に

よ
り

、
事

務
所

長
が

代
表

者
会

議

会
長

の
了

承
を

得
た

と
き

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

３
 

代
表

者
会

議
事

務
局

は
、

プ
レ

ゼ
ン

テ
ー

シ
ョ

ン
の

開
催

に
当

た
っ

て
は

、
講

座
の

受
講

者
に

対
し

、
開

催
日

時
、

開

催
場

所
及

び
開

催
内

容
等

を
周

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

（
代

表
者

会
議

の
事

務
局

）
 

第
３

５
条

 
代

表
者

会
議

の
運

営
の

た
め

に
代

表
者

会
議

事
務

局
を

置
く

。
 

２
 

代
表

者
会

議
事

務
局

は
、

淀
川

河
川

事
務

所
の

担
当

職
員

及
び

運
営

業
務

受
託

者
と

す
る

。
 

 
 

 第
４

章
 

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
運

営
会

議
 

 （
運

営
会

議
の

役
割

）
 

第
３

６
条

 
運

営
会

議
は

、
地

域
の

特
性

に
応

じ
た

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
及

び
活

動
に

つ
い

て
の

検
討

や
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

を
運

営

す
る

機
関

と
し

て
の

役
割

を
担

う
こ

と
を

目
的

と
し

て
、

次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
を

討
議

し
、

決
定

す
る

。
 

（
１

）
運

営
会

議
に

所
属

す
る

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

活
動

計
画

、

活
動

報
告

、
支

援
方

策
及

び
展

開
計

画
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（
２

）
運

営
会

議
に

所
属

す
る

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
に

対
す

る
指

導
・

助
言

・
意

見
・

支
援

 

（
３

）
代

表
者

会
議

へ
の

提
案

 

（
４

）
運

営
会

議
に

所
属

す
る

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

任
命

・
再

任
の

妥
当

性
確

認
・

再
任

・
解

任
の

審
議

・
解

任
・

辞

任
の

了
承

 

（
５

）
そ

の
他

必
要

と
認

め
ら

れ
る

事
項

 

（
運

営
会

議
の

構
成

）
 

第
３

７
条

 
運

営
会

議
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
委

員
を

も
っ

て
構

成
す

る
。

 

（
１

）
地

元
見

識
者

 
 

 
 

 
 

 
 

若
干

名
 

（
２

）
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

 
 

 
 

 
 

 
全

員
 

（
３

）
沿

川
自

治
体

 
 

 
 

 
 

 
 

各
１

名
 

（
４

）
担

当
出

張
所

長
 

 
 

 
 

 
 

各
１

名
 

２
 

前
項

第
４

号
に

規
定

す
る

沿
川

自
治

体
は

、
行

政
区

域
内

で
活

動
す

る
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

が
任

命
さ

れ
て

い
る

自
治

体

と
す

る
。

 

（
運

営
会

議
の

構
成

）
 

第
３

７
条

 
運

営
会

議
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
委

員
を

も
っ

て
構

成
す

る
。

 

（
１

）
地

元
見

識
者

 
 

 
 

 
 

 
 

若
干

名
 

（
２

）
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

 
 

 
 

 
 

 
全

員
 

（
３

）
沿

川
自

治
体

 
 

 
 

 
 

 
 

各
１

名
 

（
４

）
担

当
出

張
所

長
 

 
 

 
 

 
 

各
１

名
 

２
 

オ
ブ

ザ
ー

バ
ー

は
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
専

門
家

会
議

の
構

成
員

の
う

ち
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

を
満

期
で

退
任

し
た

者
（

河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

）
と

す
る

。
 

３
２

 
前

項
第

４
号

に
規

定
す

る
沿

川
自

治
体

は
、

行
政

区
域

内
で

活
動

す
る

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
が

任
命

さ
れ

て
い

る
自

治

体
と

す
る

。
 

      第
３

７
条

第
２

項
 

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
に

は
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

専
門

家
と

し
て

貴
重

な
ご

意
見

等
を

聴
取

で
き

る
よ

う
、

運
営

会
議

に
参

画
し

て
頂

き
ま

す
。

 

た
だ

し
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
の

負
担

と
な

ら
な

い
よ

う
、

オ
ブ

ザ
ー

バ
ー

と
し

て
参

画
し

て

い
た

だ
き

ま
す

。
 

（
運

営
会

議
の

組
織

）
 

第
３

８
条

 
運

営
会

議
の

委
員

は
、

前
条

第
１

項
各

号
に

規
定

す
る

委
員

の
構

成
に

基
づ

い
て

、
事

務
所

長
が

委
嘱

す
る

。
 

２
 

前
条

第
１

号
の

委
員

は
、

事
務

所
長

が
選

任
す

る
。

 

３
 

前
条

第
４

号
の

委
員

は
、

事
務

所
長

が
自

治
体

の
長

又
は

河
川

担
当

部
局

等
に

選
任

を
依

頼
す

る
。

 

４
 

委
員

の
任

期
は

２
年

間
と

し
、

再
任

を
妨

げ
な

い
。

た
だ

し
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
は

、
第

１
７

条
各

項
に

規
定

す
る

任

期
に

準
じ

る
。

 

５
 

事
務

所
長

は
、

委
員

か
ら

辞
任

の
申

し
出

が
あ

っ
た

と
き

又
は

委
員

が
そ

の
任

務
を

遂
行

す
る

こ
と

が
適

当
で

な
く

な

っ
た

と
認

め
る

と
き

は
、

前
項

の
任

期
に

か
か

わ
ら

ず
、

解

嘱
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

、
事

務
所

長
は

、
遅

滞

な
く

後
任

の
委

員
を

委
嘱

す
る

も
の

と
す

る
。

 

６
 

補
欠

の
た

め
又

は
増

員
に

よ
っ

て
委

嘱
す

る
委

員
の

任
期

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
前

任
者

又
は

現
任

者
の

任
期

の
残

存
期

間

と
す

る
。

 

７
 

委
員

は
任

期
満

了
後

に
お

い
て

も
、

後
任

者
が

委
嘱

さ
れ

る
ま

で
の

期
間

は
、

そ
の

職
務

を
継

続
す

る
。

 

（
運

営
会

議
の

組
織

）
 

第
３

８
条

 
運

営
会

議
の

委
員

は
、

前
条

第
１

項
各

号
に

規
定

す
る

委
員

の
構

成
に

基
づ

い
て

、
事

務
所

長
が

委
嘱

す
る

。
 

２
 

前
条

第
１

号
の

委
員

は
、

事
務

所
長

が
選

任
す

る
。

 

３
 

前
条

第
４

号
の

委
員

は
、

事
務

所
長

が
自

治
体

の
長

又
は

河
川

担
当

部
局

等
に

選
任

を
依

頼
す

る
。

 

４
 

委
員

の
任

期
は

２
年

間
と

し
、

再
任

を
妨

げ
な

い
。

た
だ

し
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
は

、
第

１
７

条
各

項
に

規
定

す
る

任

期
に

準
じ

る
。

 

５
 

事
務

所
長

は
、

委
員

か
ら

辞
任

の
申

し
出

が
あ

っ
た

と
き

又
は

委
員

が
そ

の
任

務
を

遂
行

す
る

こ
と

が
適

当
で

な
く

な

っ
た

と
認

め
る

と
き

は
、

前
項

の
任

期
に

か
か

わ
ら

ず
、

解

嘱
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

、
事

務
所

長
は

、
遅

滞

な
く

後
任

の
委

員
を

委
嘱

す
る

も
の

と
す

る
。

 

６
 

補
欠

の
た

め
又

は
増

員
に

よ
っ

て
委

嘱
す

る
委

員
の

任
期

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
前

任
者

又
は

現
任

者
の

任
期

の
残

存
期

間

と
す

る
。

 

７
 

委
員

は
任

期
満

了
後

に
お

い
て

も
、

後
任

者
が

委
嘱

さ
れ

る
ま

で
の

期
間

は
、

そ
の

職
務

を
継

続
す

る
。
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現
行

 
改

正
案

 
解

説
 

８
 

運
営

会
議

に
代

表
者

を
置

き
、

前
条

第
１

項
第

１
号

の
委

員
か

ら
、

委
員

の
互

選
に

よ
り

こ
れ

を
定

め
る

。
 

９
 

運
営

会
議

に
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

代
表

を
置

き
、

前
条

第
１

項
第

２
号

の
委

員
か

ら
、

委
員

の
互

選
に

よ
り

こ
れ

を
定

め

る
。

た
だ

し
、

第
１

８
条

第
１

項
た

だ
し

書
き

の
特

例
再

任

の
２

年
目

に
該

当
す

る
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

を
選

任
す

る
こ

と

は
で

き
な

い
。

 

１
０

 
代

表
者

及
び

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
代

表
の

任
期

は
、

選
任

さ
れ

た
年

の
４

月
１

日
か

ら
翌

年
の

３
月

３
１

日
ま

で
の

１

年
間

と
す

る
。

た
だ

し
、

再
任

は
妨

げ
な

い
。

 

１
１

 
運

営
会

議
の

議
事

進
行

の
た

め
、

座
長

を
置

く
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

し
、

委
員

の
互

選
に

よ
り

こ
れ

を
定

め
る

。
 

１
２

 
代

表
者

は
、

会
務

を
総

理
す

る
。

 

１
３

 
代

表
者

に
事

故
が

あ
る

と
き

は
、

代
表

者
が

あ
ら

か
じ

め
指

名
す

る
委

員
又

は
座

長
が

そ
の

職
務

を
代

理
す

る
。

 

１
４

 
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

代
表

に
事

故
が

あ
る

と
き

は
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
代

表
が

あ
ら

か
じ

め
指

名
す

る
河

川
レ

ン
ジ

ャ

ー
が

そ
の

職
務

を
代

理
す

る
。

 

１
５

 
前

条
第

１
項

第
３

号
の

委
員

に
つ

い
て

は
、

運
営

会
議

へ
の

代
理

出
席

を
認

め
る

も
の

と
す

る
。

 

１
６

 
運

営
会

議
は

、
委

員
総

数
の

３
分

の
２

以
上

の
出

席
を

も
っ

て
成

立
し

、
出

席
委

員
の

過
半

数
を

も
っ

て
議

決
す

る
。

た
だ

し
、

第
１

６
条

第
１

項
に

規
定

す
る

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー

の
解

任
を

審
議

す
る

と
き

、
第

１
８

条
第

３
項

に
規

定
す

る

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

再
任

の
妥

当
性

を
確

認
す

る
と

き
、

第

１
８

条
第

４
項

に
規

定
す

る
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
再

任
の

可

否
を

審
査

及
び

再
任

を
決

定
す

る
と

き
は

、
第

３
７

条
第

１

項
第

２
号

及
び

第
３

号
の

委
員

は
、

議
決

権
を

持
た

な
い

も

の
と

す
る

。
 

８
 

運
営

会
議

に
代

表
者

を
置

き
、

前
条

第
１

項
第

１
号

の
委

員
か

ら
、

委
員

の
互

選
に

よ
り

こ
れ

を
定

め
る

。
 

９
 

運
営

会
議

に
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

代
表

を
置

き
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

者
を

除
く

前
条

第
１

項
第

２
号

の
委

員
か

ら
、

委

員
の

互
選

に
よ

り
こ

れ
を

定
め

る
。

た
だ

し
、

こ
れ

に
よ

り

が
た

い
と

き
は

、
運

営
会

議
が

適
正

な
措

置
を

決
定

す
る

も

の
と

す
る

。
第

１
８

条
第

１
項

た
だ

し
書

き
の

特
例

再
任

の

２
年

目
に

該
当

す
る

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
を

選
任

す
る

こ
と

は

で
き

な
い

。
 

（
１

）
特

例
再

任
の

２
年

目
に

該
当

す
る

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
 

（
２

）
試

行
期

間
で

あ
る

新
任

の
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

 

１
０

 
代

表
者

の
任

期
及

び
再

任
は

、
第

４
項

の
規

定
に

準
じ

る
。

 

１
１

１
０

 
代

表
者

及
び

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
代

表
の

任
期

は
、

選
任

さ
れ

た
年

の
４

月
１

日
か

ら
翌

年
の

３
月

３
１

日
ま

で

の
１

年
間

と
す

る
。

た
だ

し
、

再
任

は
妨

げ
な

い
。

 

１
１

 
運

営
会

議
の

議
事

進
行

の
た

め
、

座
長

を
置

く
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

し
、

委
員

の
互

選
に

よ
り

こ
れ

を
定

め
る

。
 

１
２

 
代

表
者

は
、

会
務

を
総

理
す

る
。

 

１
３

 
代

表
者

に
事

故
が

あ
る

と
き

は
、

代
表

者
が

あ
ら

か
じ

め
指

名
す

る
委

員
又

は
座

長
が

そ
の

職
務

を
代

理
す

る
。

 

１
４

 
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

代
表

に
事

故
が

あ
る

と
き

は
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
代

表
が

あ
ら

か
じ

め
指

名
す

る
河

川
レ

ン
ジ

ャ

ー
が

そ
の

職
務

を
代

理
す

る
。

 

１
５

 
前

条
第

１
項

第
３

号
の

委
員

に
つ

い
て

は
、

運
営

会
議

へ
の

代
理

出
席

を
認

め
る

も
の

と
す

る
。

 

１
６

 
運

営
会

議
は

、
委

員
総

数
の

３
分

の
２

以
上

の
出

席
を

も
っ

て
成

立
し

、
出

席
委

員
の

過
半

数
を

も
っ

て
議

決
す

る
。

た
だ

し
、

第
１

６
条

第
１

項
に

規
定

す
る

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー

の
解

任
を

審
議

す
る

と
き

、
第

１
８

条
第

３
項

に
規

定
す

る

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

再
任

の
妥

当
性

を
確

認
す

る
と

き
、

第

１
８

条
第

４
項

に
規

定
す

る
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
再

任
の

可

否
を

審
査

及
び

再
任

を
決

定
す

る
と

き
は

、
第

３
７

条
第

１

項
第

２
号

及
び

第
３

号
の

委
員

は
、

議
決

権
を

持
た

な
い

も

の
と

す
る

。
 

 第
３

８
条

第
９

項
 

 
運

営
会

議
に

所
属

す
る

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
が

新
任

の
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
み

と
な

っ
た

場
合

、
現

在
の

条

文
で

は
、

試
行

期
間

中
で

あ
る

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

方

に
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

代
表

を
務

め
て

い
た

だ
く

こ
と

に
な

り
、

適
切

で
あ

る
と

言
え

ま
せ

ん
。

 

こ
の

た
め

、
新

任
の

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

方
が

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
代

表
と

な
ら

な
い

よ
う

に
条

文
を

修
正

し
ま

し
た

。
 

 
ま

た
、

現
在

、
伏

見
・

桂
川

・
山

崎
出

張
所

管
内

運

営
会

議
は

、
特

例
再

任
の

方
と

新
任

の
方

の
み

と
な

っ

て
お

り
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
代

表
を

選
任

で
き

な
い

状

況
と

な
っ

て
い

ま
す

。
 

 
こ

の
よ

う
な

場
合

に
は

、
運

営
会

議
に

お
い

て
、

河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

代
表

の
取

り
扱

い
を

決
定

し
て

頂
く

よ
う

に
規

定
し

ま
し

た
。

 

 第
３

８
条

第
１

０
項

 

 
代

表
者

の
任

期
は

１
年

間
と

し
て

い
ま

し
た

が
、

委

員
の

任
期

（
委

嘱
期

間
）

と
整

合
を

図
る

よ
う

に
修

正

を
行

い
ま

し
た

。
 

 第
３

８
条

旧
第

１
１

項
 

 
座

長
は

廃
止

し
、

議
事

進
行

は
必

ず
代

表
者

に
行

っ

て
頂

く
よ

う
に

し
ま

す
。

 

（
運

営
会

議
の

運
営

）
 

第
３

９
条

 
運

営
会

議
は

、
年

２
回

以
上

必
要

に
応

じ
て

開
催

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

第
３

７
条

第
１

項
第

２
号

の
委

員
は

、
第

１
６

条
第

１
項
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行
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正
案

 
解
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に
規

定
す

る
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

を
解

任
す

る
審

議
の

該
当

者

と
な

る
と

き
、

第
１

８
条

第
３

項
及

び
第

４
項

に
規

定
す

る

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
を

再
任

す
る

審
議

の
該

当
者

と
な

る
と

き
、

第
１

８
条

第
５

項
に

規
定

す
る

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

特

例
再

任
の

推
薦

者
を

審
議

す
る

と
き

は
、

運
営

会
議

へ
の

出

席
を

認
め

な
い

も
の

と
す

る
。

 

３
 

運
営

会
議

は
、

行
政

区
域

内
で

活
動

す
る

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
が

任
命

さ
れ

て
い

な
い

沿
川

自
治

体
に

対
し

、
オ

ブ
ザ

ー

バ
ー

と
し

て
の

参
加

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
運

営
会

議
の

情
報

公
開

及
び

守
秘

義
務

）
 

第
４

０
条

 
運

営
会

議
は

、
原

則
と

し
て

、
公

開
と

す
る

。
た

だ
し

、

第
１

６
条

第
１

項
に

規
定

す
る

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

解
任

を

審
議

す
る

と
き

、
第

１
８

条
第

３
項

に
規

定
す

る
河

川
レ

ン

ジ
ャ

ー
の

再
任

の
妥

当
性

を
確

認
す

る
と

き
、

第
１

８
条

第

４
項

に
規

定
す

る
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
再

任
の

可
否

を
審

査

及
び

再
任

を
決

定
す

る
と

き
、

第
１

６
条

第
６

項
に

規
定

す

る
弁

明
の

機
会

を
開

催
す

る
と

き
は

、
非

公
開

と
す

る
。

 

２
 

運
営

会
議

事
務

局
は

、
議

事
要

旨
及

び
配

付
資

料
を

淀
川

管
内

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

等
で

公
開

す
る

。

た
だ

し
、

非
公

開
に

係
わ

る
部

分
は

、
該

当
者

の
権

利
利

益

を
害

す
る

恐
れ

の
あ

る
情

報
を

含
ま

な
い

結
果

を
公

開
す

る
。

 

３
 

委
員

及
び

運
営

会
議

事
務

局
は

、
非

公
開

に
係

わ
る

情
報

に
つ

い
て

、
守

秘
義

務
を

負
う

も
の

と
す

る
。

 

 
 

（
運

営
会

議
の

非
公

開
会

議
に

係
る

情
報

開
示

）
 

第
４

１
条

 
運

営
会

議
は

、
非

公
開

に
係

わ
る

部
分

の
情

報
開

示
を

請
求

さ
れ

た
と

き
は

、「
行

政
機

関
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開

に
関

す
る

法
律

」
に

基
づ

い
て

開
示

す
る

。
 

 
 

（
運

営
会

議
の

開
催

）
 

第
４

２
条

 
運

営
会

議
の

開
催

は
、

代
表

者
が

招
集

す
る

。
 

２
 

運
営

会
議

事
務

局
は

、
運

営
会

議
を

開
催

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
各

委
員

に
対

し
、

開
催

日
時

、
開

催
場

所
及

び
議

事

内
容

を
記

載
し

た
運

営
会

議
開

催
の

通
知

を
し

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

 

 
 

（
運

営
会

議
の

事
務

局
）

 

第
４

３
条

 
運

営
会

議
の

運
営

の
た

め
に

運
営

会
議

事
務

局
を

置

く
。

 

２
 

運
営

会
議

事
務

局
は

、
淀

川
河

川
事

務
所

の
担

当
職

員
及
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正
案
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び
担

当
出

張
所

の
担

当
職

員
並

び
に

レ
ン

ジ
ャ

ー
会

議
事

務

局
と

す
る

。
た

だ
し

、
必

要
に

応
じ

て
運

営
業

務
受

託
者

が

加
わ

る
。

 

 第
５

章
 

淀
川

管
内

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
会

議
 

 （
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

の
役

割
）

 

第
４

４
条

 
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

は
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
と

し
て

ふ
さ

わ
し

い
活

動
の

推
進

及
び

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
に

よ
る

自
主

的

な
運

営
を

目
指

し
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
を

実
施

す

る
。

 

（
１

）
活

動
内

容
の

確
認

 

（
２

）
活

動
を

進
め

て
い

く
う

え
で

の
問

題
点

、
課

題
及

び
経

験
等

の
意

見
交

換
 

（
３

）
新

た
な

活
動

の
抽

出
 

（
４

）
技

能
や

能
力

の
向

上
へ

の
取

り
組

み
 

（
５

）
講

座
及

び
研

修
の

企
画

・
運

営
 

（
６

）
活

動
や

運
営

を
円

滑
に

強
化

し
て

い
く

た
め

の
方

策
 

（
７

）
そ

の
他

必
要

と
認

め
ら

れ
る

事
項

 

 
 

（
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

の
構

成
）

 

第
４

５
条

 
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

者
及

び
オ

ブ
ザ

ー
バ

ー
を

も
っ

て
構

成
す

る
。

 

（
１

）
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

 
 

 
 

 
全

員
 

（
２

）
セ

ン
タ

ー
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

 
全

員
 

２
 

オ
ブ

ザ
ー

バ
ー

は
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
を

退
任

さ
れ

た
有

志
者

と
す

る
。

 

 
 

（
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

の
組

織
）

 

第
４

６
条

 
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

に
議

長
及

び
複

数
名

の
副

議
長

を
置

き
、

議
長

は
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
か

ら
互

選
に

よ
り

こ
れ

を

定
め

、
副

議
長

は
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
か

ら
議

長
が

指
名

す

る
。

 

２
 

議
長

は
、

会
務

を
総

理
す

る
。

 

３
 

議
長

に
事

故
が

あ
る

と
き

は
、

議
長

が
あ

ら
か

じ
め

指
名

す
る

副
議

長
が

そ
の

職
務

を
代

理
す

る
。

 

４
 

レ
ン

ジ
ャ

ー
会

議
は

、
全

て
の

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

出
席

を
原

則
と

す
る

。
ま

た
、

議
決

を
要

す
る

と
き

は
、

河
川

レ

ン
ジ

ャ
ー

総
数

の
３

分
の

２
以

上
の

出
席

を
も

っ
て

成
立

し
、
出

席
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
過

半
数

を
も

っ
て

議
決

す
る

。
 

（
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

の
組

織
）

 

第
４

６
条

 
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

に
議

長
及

び
複

数
名

の
副

議
長

を
置

き
、

議
長

は
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
か

ら
互

選
に

よ
り

こ

れ
を

定
め

、
副

議
長

は
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
か

ら
議

長
が

指

名
す

る
。

 

２
 

議
長

及
び

副
議

長
の

任
期

は
２

年
間

と
す

る
。

た
だ

し
、

再
任

は
妨

げ
な

い
。

 

３
２

 
議

長
は

、
会

務
を

総
理

す
る

。
 

４
３

 
議

長
に

事
故

が
あ

る
と

き
は

、
議

長
が

あ
ら

か
じ

め
指

名
す

る
副

議
長

が
そ

の
職

務
を

代
理

す
る

。
 

５
４

 
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

は
、

全
て

の
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
出

席
を

原
則

と
す

る
。

ま
た

、
議

決
を

要
す

る
と

き
は

、
河

川

    第
４

６
条

第
２

項
 

運
営

会
議

の
代

表
者

及
び

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
代

表

と
同

様
に

、
任

期
を

明
確

に
す

る
こ

と
と

し
ま

し
た

。
 

任
期

は
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

実
運

営
を

担
う

会
議

の
役

員
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
取

り
組

み
の

方
向

性
と

継

続
性

に
留

意
し

て
２

年
間

と
し

ま
し

た
。

 

な
お

、
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

は
、
運

営
会

議
と

異
な

り
、

一
定

の
時

期
に

開
催

し
て

い
な

い
こ

と
か

ら
、

期
間

を
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現
行

 
改

正
案

 
解
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５
 

レ
ン

ジ
ャ

ー
会

議
に

、
淀

川
管

内
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

実
行

委
員

会
（

以
下

「
実

行
委

員
会

」
と

い
う

。
）

を
置

く
。

 

６
 

実
行

委
員

会
は

、
必

要
に

応
じ

て
部

会
を

置
く

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

 

レ
ン

ジ
ャ

ー
総

数
の

３
分

の
２

以
上

の
出

席
を

も
っ

て
成

立

し
、
出

席
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
過

半
数

を
も

っ
て

議
決

す
る

。
 

６
５

 
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

に
、

淀
川

管
内

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
実

行
委

員
会

（
以

下
「

実
行

委
員

会
」

と
い

う
。
）

を
置

く
。

 

７
６

 
実

行
委

員
会

は
、

必
要

に
応

じ
て

部
会

を
置

く
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。
 

明
記

し
な

い
こ

と
と

し
ま

し
た

。
 

（
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

の
運

営
）

 

第
４

７
条

 
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

は
、
必

要
に

応
じ

て
随

時
開

催
す

る
。
 

２
 

レ
ン

ジ
ャ

ー
会

議
は

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

淀
川

河
川

事
務

所
の

担
当

職
員

の
出

席
を

求
め

、
説

明
又

は

意
見

を
聴

く
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
 

（
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

の
開

催
）

 

第
４

８
条

 
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

の
開

催
は

、
議

長
が

招
集

す
る

。
 

２
 

議
長

は
、
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

を
開

催
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

事
前

に
開

催
内

容
に

つ
い

て
、

副
議

長
及

び
レ

ン
ジ

ャ
ー

会

議
事

務
局

と
協

議
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 
 

（
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

の
事

務
局

）
 

第
４

９
条

 
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

等
の

運
営

の
た

め
に

レ
ン

ジ
ャ

ー
会

議
事

務
局

を
置

く
。

 

２
 

レ
ン

ジ
ャ

ー
会

議
に

事
務

局
長

及
び

事
務

局
次

長
を

置

き
、

事
務

局
長

は
、

セ
ン

タ
ー

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
か

ら
互

選

に
よ

り
こ

れ
を

定
め

、
事

務
局

次
長

は
、

事
務

局
長

が
指

名

す
る

。
 

３
 

レ
ン

ジ
ャ

ー
会

議
事

務
局

は
、

事
務

局
長

及
び

事
務

局
次

長
と

す
る

。
た

だ
し

、
必

要
に

応
じ

て
淀

川
河

川
事

務
所

の

担
当

職
員

及
び

運
営

業
務

受
託

者
が

加
わ

り
、

支
援

す
る

。
 

４
 

レ
ン

ジ
ャ

ー
事

務
局

は
、

中
央

流
域

セ
ン

タ
ー

及
び

上
流

域
流

域
セ

ン
タ

ー
に

置
き

、
事

務
局

長
が

中
央

流
域

セ
ン

タ

ー
、

事
務

局
次

長
が

上
流

域
流

域
セ

ン
タ

ー
に

常
駐

す
る

。
 

 
 

（
実

行
委

員
会

）
 

第
５

０
条

 
実

行
委

員
会

は
、

レ
ン

ジ
ャ

ー
会

議
の

役
割

を
着

実
に

推
進

す
る

た
め

、
具

体
策

等
を

検
討

し
、

実
施

す
る

。
た

だ

し
、

実
行

委
員

会
が

判
断

す
る

重
要

事
項

は
、

レ
ン

ジ
ャ

ー

会
議

で
議

決
す

る
。

 

２
 

実
行

委
員

会
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
者

を
も

っ
て

構
成

す
る

。
 

（
１

）
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
有

志
者

 

（
２

）
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

を
退

任
さ

れ
た

有
志

者
 

（
実

行
委

員
会

）
 

第
５

０
条

 
実

行
委

員
会

は
、

レ
ン

ジ
ャ

ー
会

議
の

役
割

を
着

実
に

推
進

す
る

た
め

、
具

体
策

等
を

検
討

し
、

実
施

す
る

。
た

だ

し
、

実
行

委
員

会
が

判
断

す
る

重
要

事
項

は
、

レ
ン

ジ
ャ

ー

会
議

で
議

決
す

る
。

 

２
 

実
行

委
員

会
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
者

を
も

っ
て

構
成

す
る

。
 

（
１

）
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
有

志
者

 

（
２

）
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

を
退

任
さ

れ
た

有
志

者
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３
 

実
行

委
員

会
の

運
営

を
円

滑
に

す
る

た
め

、
常

任
委

員
を

置
き

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
者

を
も

っ
て

構
成

す
る

。
 

（
１

）
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

議
長

 

（
２

）
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

副
議

長
 

（
３

）
運

営
会

議
代

表
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

 

４
 

常
任

委
員

は
、

実
行

委
員

会
の

運
営

及
び

決
定

に
責

任
を

持
た

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

５
 

実
行

委
員

会
に

委
員

長
及

び
副

委
員

長
を

置
き

、
常

任
委

員
か

ら
互

選
に

よ
り

こ
れ

を
定

め
る

。
 

６
 

実
行

委
員

会
は

、
議

決
を

要
す

る
と

き
は

、
常

任
委

員
総

数
の

３
分

の
２

以
上

の
出

席
を

も
っ

て
成

立
し

、
出

席
河

川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

過
半

数
を

も
っ

て
議

決
す

る
。

 

７
 

実
行

委
員

会
は

、
随

時
開

催
す

る
。

 

８
 

実
行

委
員

会
の

開
催

は
、

委
員

長
が

招
集

す
る

。
 

９
 

実
行

委
員

会
の

運
営

の
た

め
に

実
行

委
員

会
事

務
局

を
置

き
、

レ
ン

ジ
ャ

ー
会

議
事

務
局

及
び

淀
川

河
川

事
務

所
の

担

当
職

員
で

構
成

す
る

。
 

３
 

実
行

委
員

会
の

運
営

を
円

滑
に

す
る

た
め

、
常

任
委

員
を

置
き

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
者

を
も

っ
て

構
成

す
る

。
 

（
１

）
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

議
長

 

（
２

）
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

副
議

長
 

（
３

）
運

営
会

議
代

表
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

 

４
 

常
任

委
員

は
、

実
行

委
員

会
の

運
営

及
び

決
定

に
責

任
を

持
た

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

５
 

実
行

委
員

会
に

委
員

長
及

び
副

委
員

長
を

置
き

、
常

任
委

員
か

ら
互

選
に

よ
り

こ
れ

を
定

め
る

。
 

６
 

委
員

長
及

び
副

委
員

長
の

任
期

は
、

選
任

さ
れ

た
年

の
４

月
１

日
か

ら
翌

年
の

３
月

３
１

日
ま

で
の

１
年

間
と

す
る

。

た
だ

し
、

再
任

は
妨

げ
な

い
。

 

７
６

 
実

行
委

員
会

は
、

議
決

を
要

す
る

と
き

は
、

常
任

委
員

総
数

の
３

分
の

２
以

上
の

出
席

を
も

っ
て

成
立

し
、

出
席

河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
過

半
数

を
も

っ
て

議
決

す
る

。
 

８
７

 
実

行
委

員
会

は
、

随
時

開
催

す
る

。
 

９
８

 
実

行
委

員
会

の
開

催
は

、
委

員
長

が
招

集
す

る
。

 

１
０

９
 

実
行

委
員

会
の

運
営

の
た

め
に

実
行

委
員

会
事

務
局

を
置

き
、

レ
ン

ジ
ャ

ー
会

議
事

務
局

及
び

淀
川

河
川

事
務

所

の
担

当
職

員
で

構
成

す
る

。
 

        第
５

０
条

第
６

項
 

運
営

会
議

の
代

表
者

及
び

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
代

表

と
同

様
に

、
任

期
を

明
確

に
す

る
こ

と
と

し
ま

し
た

。
 

ま
た

、
実

行
委

員
会

は
、

毎
月

開
催

し
て

い
る

こ
と

か
ら

期
間

を
明

記
し

、
運

営
会

議
で

の
河

川
レ

ン
ジ

ャ

ー
代

表
の

決
定

を
受

け
て

、
年

度
末

に
選

任
す

る
よ

う

に
運

用
し

ま
す

。
 

 第
６

章
 

講
座

・
研

修
 

 （
講

座
及

び
研

修
の

役
割

）
 

第
５

１
条

 
講

座
は

、
一

般
及

び
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

を
目

指
す

者
を

対
象

に
「

淀
川

を
知

り
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

立
場

で
淀

川

を
考

え
る

」
を

テ
ー

マ
と

し
た

講
義

と
実

習
に

よ
り

、
次

の

各
号

に
掲

げ
る

目
的

を
達

成
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
１

）
淀

川
に

関
心

を
持

ち
、

愛
護

す
る

人
材

の
育

成
 

（
２

）
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
基

礎
的

知
識

及
び

技
術

の
付

与
 

（
３

）
淀

川
に

関
す

る
知

識
の

付
与

 

（
４

）
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
募

集
 

２
 

研
修

は
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
と

し
て

ふ
さ

わ
し

い
幅

広
い

分
野

の
活

動
の

推
進

及
び

活
動

水
準

の
向

上
を

図
る

た
め

、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
を

対
象

に
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

と
し

て
の

技

能
や

能
力

を
向

上
さ

せ
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

 
 

（
講

座
の

構
成

）
 

第
５

２
条

 
講

座
は

、
淀

川
発

見
講

座
及

び
レ

ン
ジ

ャ
ー

養
成

講
座

で
構

成
す

る
。
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２
 

淀
川

発
見

講
座

は
、

淀
川

へ
の

関
心

と
愛

護
心

を
促

し
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
へ

の
興

味
と

志
望

す
る

動
機

を
与

え
る

た

め
の

講
座

と
す

る
。

 

３
 

レ
ン

ジ
ャ

ー
養

成
講

座
は

、
淀

川
で

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
と

し
て

活
動

し
て

い
く

た
め

の
基

礎
的

な
知

識
と

技
術

を
得

る

た
め

の
講

座
と

す
る

。
 

（
講

座
の

受
講

要
件

及
び

研
修

の
受

講
対

象
者

）
 

第
５

３
条

 
淀

川
発

見
講

座
の

受
講

者
は

、
淀

川
流

域
在

住
の

満
１

８
歳

以
上

の
者

で
あ

っ
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
何

れ
か

の

条
件

に
該

当
す

る
者

と
す

る
。

 

（
１

）
公

募
に

よ
り

受
講

を
受

け
付

け
た

者
 

（
２

）
地

元
行

政
機

関
、

自
治

会
及

び
河

川
管

理
者

か
ら

の
紹

介
を

受
け

た
者

 

２
 

レ
ン

ジ
ャ

ー
養

成
講

座
の

受
講

者
は

、
淀

川
発

見
講

座
の

受
講

を
修

了
し

た
者

と
す

る
。

 

３
 

研
修

の
受

講
者

は
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
と

す
る

。
た

だ
し

、

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
協

力

ス
タ

ッ
フ

や
一

般
住

民
等

も
受

講
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の

と
す

る
。

 

（
講

座
の

受
講

要
件

及
び

研
修

の
受

講
対

象
者

）
 

第
５

３
条

 
淀

川
発

見
講

座
の

受
講

者
は

、
淀

川
流

域
に

在
住

又
は

通
勤

、
通

学
し

て
い

る
の

満
１

８
歳

以
上

の
者

で
あ

っ
て

、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

何
れ

か
の

条
件

に
該

当
す

る
者

と
す

る
。

 

（
１

）
公

募
に

よ
り

受
講

を
受

け
付

け
た

者
 

（
２

）
地

元
行

政
機

関
、

自
治

会
及

び
河

川
管

理
者

か
ら

の
紹

介
を

受
け

た
者

 

２
 

レ
ン

ジ
ャ

ー
養

成
講

座
の

受
講

者
は

、
淀

川
発

見
講

座
の

受
講

を
修

了
し

た
者

と
す

る
。

 

３
 

研
修

の
受

講
者

は
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
と

す
る

。
た

だ
し

、

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
協

力

ス
タ

ッ
フ

や
一

般
住

民
等

も
受

講
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の

と
す

る
。

 

第
５

３
条

第
１

項
 

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
は

、
地

域
に

根
ざ

し
た

活
動

を
行

う
た

め
に

は
活

動
区

域
の

近
隣

に
居

住
し

て
い

る
こ

と
が

必
要

で
す

。
 

し
か

し
、
淀

川
、
宇

治
川

、
桂

川
お

よ
び

木
津

川
は

、

流
域

住
民

だ
け

が
関

係
者

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

 

こ
の

た
め

、
双

方
の

考
え

方
を

考
慮

し
て

、
流

域
内

に
通

勤
・

通
学

さ
れ

て
い

る
方

も
、

受
講

対
象

者
に

加

え
る

こ
と

と
し

ま
し

た
。

 

（
講

座
及

び
研

修
の

企
画

・
運

営
）

 

第
５

４
条

 
講

座
は

、
原

則
と

し
て

、
毎

年
の

開
催

と
す

る
。

 

２
 

研
修

は
、

必
要

に
応

じ
て

随
時

開
催

す
る

。
 

３
 

講
座

及
び

研
修

の
企

画
・

運
営

は
、

実
行

委
員

会
が

行
う

。
 

４
 

講
座

及
び

研
修

の
講

師
は

、
講

義
内

容
及

び
実

習
内

容
に

応
じ

て
選

任
す

る
。

 

 
 

（
講

座
及

び
研

修
の

開
催

）
 

第
５

５
条

 
講

座
及

び
研

修
は

、
淀

川
河

川
事

務
所

及
び

実
行

委
員

会
が

開
催

す
る

。
 

２
 

淀
川

河
川

事
務

所
は

、
講

座
の

開
催

に
当

た
っ

て
は

、
講

座
内

容
及

び
実

施
概

要
の

広
報

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

３
 

レ
ン

ジ
ャ

ー
会

議
事

務
局

長
は

、
研

修
の

開
催

に
当

た
っ

て
は

、
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

等
に

対
し

、
開

催
日

時
、

開
催

場

所
及

び
研

修
内

容
を

周
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
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 第
７

章
 

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
専

門
家

会
議

 

 （
専

門
家

会
議

の
設

置
）

 

第
５

６
条

 
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

専
門

家
会

議
（

以
下

「
専

門
家

会
議

」

と
い

う
。
）

は
、

レ
ン

ジ
ャ

ー
会

議
が

設
置

す
る

。
 

 
 

（
専

門
家

会
議

の
役

割
）

 

第
５

７
条

 
専

門
家

会
議

は
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
会

議
の

諮
問

機
関

と
し

て
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
発

展
に

寄
与

す
る

た
め

、
次

の

各
号

に
掲

げ
る

事
項

を
行

う
。

 

（
１

）
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
活

動
や

運
営

に
対

す
る

指
導

・
助

言
・

意
見

・
支

援
・

協
力

 

（
２

）
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
育

成
・

発
掘

 

（
３

）
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
専

門
家

（
エ

キ
ス

パ
ー

ト
）

と
し

て
の

活
動

（
以

下
「

専
門

家
活

動
」

と
い

う
。
）

 

 
 

（
専

門
家

会
議

の
構

成
）

 

第
５

８
条

 
専

門
家

会
議

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

者
を

も
っ

て
構

成
す

る
。

 

（
１

）
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

を
満

期
で

退
任

し
た

者
（

以
下

「
満

期
退

任
者

」
と

い
う

。
）

 

（
２

）
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

に
特

例
で

再
任

さ
れ

た
者
（

以
下
「

特

例
再

任
者

」
と

い
う

。
）

 

 
 

（
専

門
家

会
議

の
常

任
委

員
会

）
 

第
５

９
条

 
専

門
家

会
議

は
、

円
滑

な
運

営
を

実
現

す
る

た
め

、
常

任
委

員
で

構
成

す
る

常
任

委
員

会
を

置
く

。
 

２
 

常
任

委
員

は
、

３
名

以
上

と
す

る
。

 

３
 

常
任

委
員

は
、

満
期

退
任

者
及

び
特

例
再

任
者

の
双

方
か

ら
互

選
に

よ
り

選
任

さ
れ

た
者

と
す

る
。

 

４
 

常
任

委
員

は
、

専
門

家
会

議
の

運
営

及
び

決
定

を
遂

行
す

る
よ

う
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

（
専

門
家

会
議

の
組

織
）

 

第
６

０
条

 
専

門
家

会
議

の
構

成
員

は
、

第
５

８
条

の
構

成
に

基
づ

い
て

、
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

の
議

長
が

委
嘱

す
る

。
た

だ
し

、

満
期

退
任

者
が

委
嘱

を
希

望
し

な
い

旨
を

申
し

出
た

と
き

は

こ
の

限
り

で
は

な
い

。
 

２
 

満
期

退
任

者
は

、
構

成
員

と
し

て
の

任
期

を
１

年
間

と
す

る
。

た
だ

し
、

辞
任

の
申

し
出

が
な

さ
れ

な
い

限
り

自
動

的

に
更

新
さ

れ
る

も
の

と
す

る
。

 

（
専

門
家

会
議

の
組

織
）

 

第
６

０
条

 
専

門
家

会
議

の
構

成
員

は
、

第
５

８
条

の
構

成
に

基
づ

い
て

、
レ

ン
ジ

ャ
ー

会
議

の
議

長
が

委
嘱

す
る

。
た

だ
し

、

満
期

退
任

者
が

委
嘱

を
希

望
し

な
い

旨
を

申
し

出
た

と
き

は

こ
の

限
り

で
は

な
い

。
 

２
 

満
期

退
任

者
は

、
構

成
員

と
し

て
の

任
期

を
１

年
間

と
す

る
。

た
だ

し
、

辞
任

の
申

し
出

が
な

さ
れ

な
い

限
り

自
動

的

に
更

新
さ

れ
る

も
の

と
す

る
。
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３
 

レ
ン

ジ
ャ

ー
会

議
の

議
長

は
、

構
成

員
か

ら
辞

任
の

申
し

出
が

あ
っ

た
と

き
、

構
成

員
が

そ
の

任
務

を
遂

行
す

る
こ

と

が
適

当
で

な
く

な
っ

た
と

認
め

る
と

き
、

活
動

中
に

お
い

て

宗
教

活
動

、
政

治
活

動
及

び
営

利
活

動
並

び
に

こ
れ

ら
行

為

と
紛

ら
わ

し
い

行
為

が
認

め
ら

れ
た

と
き

は
、

前
項

の
任

期

に
か

か
わ

ら
ず

、
解

嘱
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

４
 

専
門

家
会

議
に

議
長

及
び

副
議

長
を

置
き

、
常

任
委

員
か

ら
互

選
に

よ
り

こ
れ

を
定

め
る

。
 

５
 

専
門

家
会

議
は

、
議

決
を

要
す

る
と

き
は

、
常

任
委

員
総

数
の

３
分

の
２

以
上

の
出

席
を

も
っ

て
成

立
し

、
出

席
者

の

過
半

数
を

も
っ

て
議

決
す

る
。

 

３
 

レ
ン

ジ
ャ

ー
会

議
の

議
長

は
、

構
成

員
か

ら
辞

任
の

申
し

出
が

あ
っ

た
と

き
、

構
成

員
が

そ
の

任
務

を
遂

行
す

る
こ

と

が
適

当
で

な
く

な
っ

た
と

認
め

る
と

き
、

活
動

中
に

お
い

て

宗
教

活
動

、
政

治
活

動
及

び
営

利
活

動
並

び
に

こ
れ

ら
行

為

と
紛

ら
わ

し
い

行
為

が
認

め
ら

れ
た

と
き

は
、

前
項

の
任

期

に
か

か
わ

ら
ず

、
解

嘱
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

４
 

専
門

家
会

議
に

議
長

及
び

副
議

長
を

置
き

、
常

任
委

員
か

ら
互

選
に

よ
り

こ
れ

を
定

め
る

。
 

５
 

議
長

及
び

副
議

長
の

任
期

は
１

年
間

と
す

る
。

た
だ

し
、

再
任

は
妨

げ
な

い
。

 

６
５

 
専

門
家

会
議

は
、

議
決

を
要

す
る

と
き

は
、

常
任

委
員

総
数

の
３

分
の

２
以

上
の

出
席

を
も

っ
て

成
立

し
、

出
席

者

の
過

半
数

を
も

っ
て

議
決

す
る

。
 

       第
６

０
条

第
５

項
 

運
営

会
議

の
代

表
者

及
び

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
代

表

と
同

様
に

、
任

期
を

明
確

に
す

る
こ

と
と

し
ま

し
た

。
 

ま
た

、
専

門
家

会
議

の
開

催
は

不
定

期
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
期

間
は

明
記

し
な

い
こ

と
と

し
ま

し
た

。
 

（
専

門
家

会
議

の
開

催
）

 

第
６

１
条

 
専

門
家

会
議

及
び

常
任

委
員

会
は

、
必

要
に

応
じ

て
開

催
す

る
。

 

２
 

専
門

家
会

議
及

び
常

任
委

員
会

の
開

催
は

、
議

長
が

招
集

す
る

。
 

 
 

（
専

門
家

会
議

の
活

動
費

）
 

第
６

２
条

 
第

５
７

条
の

役
割

を
果

た
す

た
め

の
構

成
員

の
活

動
に

は
、

活
動

費
を

支
給

し
な

い
も

の
と

す
る

。
 

 
 

（
専

門
家

会
議

の
経

費
及

び
交

通
費

）
 

第
６

３
条

 
専

門
家

会
議

の
開

催
運

営
費

及
び

構
成

員
の

交
通

費
等

は
、

淀
川

河
川

事
務

所
の

要
請

に
よ

り
開

催
す

る
と

き
に

限

り
支

給
す

る
。

 

２
 

専
門

家
活

動
に

係
る

経
費

等
は

、
専

門
家

会
議

の
議

決
に

よ
り

認
定

し
、

淀
川

河
川

事
務

所
が

了
承

し
た

専
門

家
活

動

（
以

下
「

認
定

活
動

」
と

い
う

。
）

に
対

し
て

支
給

す
る

。
 

３
 

構
成

員
の

交
通

費
及

び
経

費
等

は
、

第
５

条
第

１
項

及
び

第
２

２
条

第
３

項
並

び
に

第
２

３
条

第
１

項
に

準
拠

し
て

支

給
す

る
。

 

 
 

（
専

門
家

会
議

構
成

員
の

保
険

）
 

第
６

４
条

 
満

期
退

任
者

は
、

認
定

活
動

を
行

う
に

当
た

っ
て

は
、

事
前

に
、

本
人

、
協

力
ス

タ
ッ

フ
及

び
当

該
活

動
参

加
者

を

対
象

と
し

た
傷

害
保

険
（

レ
ジ

ャ
ー

保
険

等
）

並
び

に
本

人

及
び

協
力

ス
タ

ッ
フ

を
対

象
と

し
た

賠
償

責
任

保
険

に
加

入

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

前
項

の
傷

害
保

険
（

レ
ジ

ャ
ー

保
険

等
）

及
び

賠
償

責
任
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現
行

 
改

正
案

 
解

説
 

保
険

へ
の

加
入

手
続

き
は

、
専

門
家

会
議

事
務

局
が

責
任

を

持
っ

て
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

３
 

特
例

再
任

者
の

認
定

活
動

に
か

か
る

保
険

の
加

入
は

、
第

２
４

条
の

規
定

を
適

用
す

る
。

 

（
専

門
家

会
議

構
成

員
の

事
故

の
責

任
）

 

第
６

５
条

 
満

期
退

任
者

が
、

認
定

活
動

中
に

起
こ

し
た

第
三

者
及

び
本

人
に

対
す

る
事

故
の

責
任

は
、

法
律

上
適

正
な

責
任

の

範
囲

内
で

運
営

業
務

受
託

者
が

事
故

処
理

に
伴

う
手

続
き

を

負
う

も
の

と
す

る
。

 

２
 

特
例

再
任

者
が

、
認

定
活

動
中

に
起

こ
し

た
事

故
の

責
任

は
、

運
営

要
領

第
２

５
条

の
規

定
に

基
づ

く
も

の
と

す
る

。
 

 
 

（
専

門
家

会
議

へ
の

支
援

）
 

第
６

６
条

 
淀

川
河

川
事

務
所

長
は

、
専

門
家

会
議

の
活

動
に

必
要

な
物

的
及

び
人

的
支

援
、

施
設

の
利

用
等

、
専

門
家

会
議

を

後
方

か
ら

支
援

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 
 

（
専

門
家

会
議

の
事

務
局

）
 

第
６

７
条

 
専

門
家

会
議

の
運

営
の

た
め

に
専

門
家

会
議

事
務

局
を

置
く

。
 

２
 

専
門

家
会

議
事

務
局

は
、

レ
ン

ジ
ャ

ー
会

議
事

務
局

の
事

務
局

長
及

び
事

務
局

次
長

、
淀

川
河

川
事

務
所

の
担

当
職

員

と
す

る
。

 

 
 

 第
８

章
 

雑
則

 

 （
細

則
等

）
 

第
６

８
条

 
事

務
所

長
は

、
こ

の
運

営
要

領
の

実
行

に
必

要
な

次
の

各
号

に
掲

げ
る

細
則

等
を

別
途

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

（
１

）
淀

川
管

内
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

（
試

行
）

運
営

要
領

施
行

細
則

 

（
２

）
淀

川
管

内
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

（
試

行
）

審
査

要
領

 

 
 

（
運

営
要

領
の

改
正

）
 

第
６

９
条

 
こ

の
運

営
要

領
を

改
正

す
る

と
き

は
、

代
表

者
会

議
に

お
い

て
改

正
内

容
を

検
討

し
、

代
表

者
会

議
か

ら
の

提
案

を

受
け

て
事

務
所

長
が

行
う

。
 

 
 

 
（

そ
の

他
）

 

第
７

０
条

 
こ

の
運

営
要

領
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

の
運

営
等

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

事
務

所
長

が
関

係

 
運

営
要

領
は

、
常

に
取

り
組

み
の

成
果

を
反

映
し

な

が
ら

改
正

を
行

い
、

充
実

さ
せ

て
き

ま
し

た
。

 

ま
た

、
運

営
要

領
を

改
正

す
る

ま
で

の
期

間
は

、
関
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現
行

 
改

正
案

 
解

説
 

者
と

協
議

し
て

定
め

る
。

 
係

者
で

協
議

し
な

が
ら

課
題

等
に

対
す

る
対

応
策

を

決
定

し
、

実
行

し
て

き
ま

し
た

。
 

今
回

、
こ

の
対

処
方

法
を

運
営

要
領

で
明

文
化

す
る

こ
と

と
し

ま
し

た
。

 

 附
 

則
 

こ
の

要
領

は
、

平
成

１
６

年
１

２
月

１
０

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 改
正

 
平

成
１

８
年

３
月

８
日

 

改
正

 
平

成
１

９
年

３
月

２
３

日
 

改
正

 
平

成
２

１
年

２
月

４
日

 

改
正

 
平

成
２

２
年

３
月

２
５

日
 

改
正

 
平

成
２

２
年

９
月

５
日

 

改
正

 
平

成
２

３
年

１
月

１
７

日
 

 

 附
 

則
 

こ
の

要
領

は
、

平
成

１
６

年
１

２
月

１
０

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 改
正

 
平

成
１

８
年

３
月

８
日

 

改
正

 
平

成
１

９
年

３
月

２
３

日
 

改
正

 
平

成
２

１
年

２
月

４
日

 

改
正

 
平

成
２

２
年

３
月

２
５

日
 

改
正

 
平

成
２

２
年

９
月

５
日

 

改
正

 
平

成
２

３
年

１
月

１
７

日
 

改
正

 
平

成
２

４
年

１
月

２
３

日
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現
行

 
改

正
案

 

淀
川

管
内

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
機

構
図

（
別

紙
－

１
）

 

                     淀
川

管
内

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
機

構
図

（
別

紙
－

２
）

 

                

淀
川

管
内

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
機

構
図

（
別

紙
－

１
）

 

                     淀
川

管
内

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
機

構
図

（
別

紙
－

２
）

 

            

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
運
営
に
関
す
る
報
告
・
提
案

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
展
開
計
画
の
報
告

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
特
例
再
任
の
要
請
者
の
推

薦 ●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
任
命
・
再
任
・
解
任
・
辞
任
の

報
告

淀
川
河
川
事
務
所
長

学
識
経
験
者
等

３
名

高
槻
・
山
崎
出
張
所
（
大
阪
府
域
）
管
内
１
名

伏
見
・
桂
川
・
山
崎
出
張
所
（
京
都
府
域
）管
内
１
名

木
津
川
出
張
所
管
内
１
名

枚
方
出
張
所
管
内
１
名

福
島
・毛
馬
出
張
所
管
内
１
名

京
都
府

１
名

大
阪
市

１
名

淀
川
河
川
事
務
所
担
当
職
員

運
営
業
務
受
託
者

大
阪
府

１
名

京
都
市

１
名

河 川 レ ン ジ ャ ー 運 営 会 議 代 表

自 治 体 代 表

国
土
交
通
省

委 員

事
務
局淀
川
管
内
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
代
表
者
会
議

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
運
営
会
議

（
別
紙
－
２
参
照
）

＜
開
催
予
定
2
回
以
上
/年
＞

＜
開
催
予
定
2回
以
上
/
年
＞

代 表 者

高
槻
・
山
崎
出
張
所
（
大
阪
府
域
）
管
内
１
名

伏
見
・
桂
川
・
山
崎
出
張
所
（
京
都
府
域
）管
内
１
名

木
津
川
出
張
所
管
内
１
名

枚
方
出
張
所
管
内
１
名

福
島
・毛
馬
出
張
所
管
内
１
名

河 川 レ ン ジ ャ ー 代 表

議
長

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
仕
組
み
、
基
準
、
支
援
・
連

携
強
化
方
策
の
提
言

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
へ
の
指
導
・
助
言
・
支
援

●
新
任
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
推
薦

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
特
例
再
任
の
要
請

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
仕
組
み
、
基
準
、
支
援
・
連

携
強
化
方
策
の
提
言

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
展
開
計
画
の
提
言

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
へ
の
指
導
・
助
言
・
支
援

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
取
り
組
み
に
関
す
る
報
告
・

提
案

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
取

り
組
み
に
関
す
る
報
告
・

提
案

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
運

営
に
関
す
る
提
案

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
へ
の

指
導
・
助
言
・
支
援

＜
開
催
予
定
随
時
＞

淀
川
管
内
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
会
議

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
全
員

セ
ン
タ
ー
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
全
員

セ
ン
タ
ー
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー

事
務
局

講
座

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

研
修

●
開
催
・運
営

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の

審
査
申
請
の
受
付

●
審
査
情
報
の
収
集

＜
開
催
予
定
随
時
＞

＜
開
催
予
定
1
回
/
年
＞

＜
開
催
予
定
1
回
/
年
＞

レ
ン
ジ
ャ
ー

会
議
代
表

特 例 再 任 の 審 査 に

出 席 し な い 委 員

事
務
局
長
（
セ
ン
タ
ー
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
）

ｵ
ﾌ
ﾞｻ
ﾞｰ
ﾊ
ﾞｰ

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
退
任
者
（
有
志
）

福
島
・
毛
馬
出
張
所
管
内

枚
方
出
張
所
管
内

高
槻
・
山
崎
出
張
所
(大
阪
府
域
)管
内

伏
見
・
桂
川
・山
崎
出
張
所
(京
都
府
域
)管
内

木
津
川
出
張
所
管
内

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
専
門
家
会
議

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
満
期
退
任
者

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
（
特
例
再
任
者
）

レ
ン
ジ
ャ
ー
会
議
事
務
局
長
・
事
務
局
次
長

事
務
局

淀
川
管
内
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
実
行
委
員
会

常 任 委 員

レ
ン
ジ
ャ
ー
会
議
議
長

レ
ン
ジ
ャ
ー
会
議
副
議
長

運
営
会
議
代
表
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
５
名

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
（
有
志
）

部
会

（
必
要
に
応
じ
て
設
置
）

セ
ン
タ
ー
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー

淀
川
河
川
事
務
所
担
当
職
員

事
務
局

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
退
任
者
（
有
志
）

●
活
動
・
運
営
に
対
す
る
指
導
・

助
言
・
意
見
・
支
援
・
協
力

●
企
画
・
運
営
・
開
催

●
活
動
・
運
営
に
関
す

る
諮
問

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
運
営
に
関
す
る
報
告
・
提
案

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
展
開
計
画
の
報
告

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
特
例
再
任
の
要
請
者
の
推

薦 ●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
任
命
・
再
任
・
解
任
・
辞
任
の

報
告

淀
川
河
川
事
務
所
長

学
識
経
験
者
等

３
名

高
槻
・
山
崎
出
張
所
（
大
阪
府
域
）
管
内
１
名

伏
見
・
桂
川
・
山
崎
出
張
所
（
京
都
府
域
）管
内
１
名

木
津
川
出
張
所
管
内
１
名

枚
方
出
張
所
管
内
１
名

福
島
・毛
馬
出
張
所
管
内
１
名

京
都
府

１
名

大
阪
市

１
名

淀
川
河
川
事
務
所
担
当
職
員

運
営
業
務
受
託
者

大
阪
府

１
名

京
都
市

１
名

河 川 レ ン ジ ャ ー 運 営 会 議 代 表

自 治 体 代 表

国
土
交
通
省

委 員

事
務
局淀
川
管
内
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
代
表
者
会
議

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
運
営
会
議

（
別
紙
－
２
参
照
）

＜
開
催
予
定
2
回
以
上
/年
＞

＜
開
催
予
定
2回
以
上
/
年
＞

代 表 者

高
槻
・
山
崎
出
張
所
（
大
阪
府
域
）
管
内
１
名

伏
見
・
桂
川
・
山
崎
出
張
所
（
京
都
府
域
）管
内
１
名

木
津
川
出
張
所
管
内
１
名

枚
方
出
張
所
管
内
１
名

福
島
・毛
馬
出
張
所
管
内
１
名

河 川 レ ン ジ ャ ー 代 表

議
長

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
仕
組
み
、
基
準
、
支
援
・
連

携
強
化
方
策
の
提
言

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
へ
の
指
導
・
助
言
・
支
援

●
新
任
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
推
薦

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
特
例
再
任
の
要
請

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
仕
組
み
、
基
準
、
支
援
・
連

携
強
化
方
策
の
提
言

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
展
開
計
画
の
提
言

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
へ
の
指
導
・
助
言
・
支
援

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
取
り
組
み
に
関
す
る
報
告
・

提
案

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
取

り
組
み
に
関
す
る
報
告
・

提
案

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
運

営
に
関
す
る
提
案

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
へ
の

指
導
・
助
言
・
支
援

＜
開
催
予
定
随
時
＞

淀
川
管
内
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
会
議

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
全
員

セ
ン
タ
ー
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
全
員

セ
ン
タ
ー
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー

事
務
局

講
座

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

研
修

●
開
催
・運
営

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の

審
査
申
請
の
受
付

●
審
査
情
報
の
収
集

＜
開
催
予
定
随
時
＞

＜
開
催
予
定
1
回
/
年
＞

＜
開
催
予
定
1
回
/
年
＞

レ
ン
ジ
ャ
ー

会
議
代
表

特 例 再 任 の 審 査 に

出 席 し な い 委 員

事
務
局
長
（
セ
ン
タ
ー
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
）

ｵ
ﾌ
ﾞｻ
ﾞｰ
ﾊ
ﾞｰ

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
退
任
者
（
有
志
）

福
島
・
毛
馬
出
張
所
管
内

枚
方
出
張
所
管
内

高
槻
・
山
崎
出
張
所
(大
阪
府
域
)管
内

伏
見
・
桂
川
・山
崎
出
張
所
(京
都
府
域
)管
内

木
津
川
出
張
所
管
内

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
専
門
家
会
議

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
満
期
退
任
者

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
（
特
例
再
任
者
）

レ
ン
ジ
ャ
ー
会
議
事
務
局
長
・
事
務
局
次
長

事
務
局

淀
川
管
内
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
実
行
委
員
会

常 任 委 員

レ
ン
ジ
ャ
ー
会
議
議
長

レ
ン
ジ
ャ
ー
会
議
副
議
長

運
営
会
議
代
表
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
５
名

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
（
有
志
）

部
会

（
必
要
に
応
じ
て
設
置
）

部
会

（
必
要
に
応
じ
て
設
置
）

セ
ン
タ
ー
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー

淀
川
河
川
事
務
所
担
当
職
員

事
務
局

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
退
任
者
（
有
志
）

●
活
動
・
運
営
に
対
す
る
指
導
・

助
言
・
意
見
・
支
援
・
協
力

●
企
画
・
運
営
・
開
催

●
活
動
・
運
営
に
関
す

る
諮
問

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
全
員

地
元
見
識
者
若
干
名

委 員福
島
・
毛
馬
出
張
所
管
内
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
運
営
会
議

地
元
見
識
者
若
干
名

淀
川
河
川
事
務
所
担
当
職
員

枚
方
出
張
所
担
当
職
員

レ
ン
ジ
ャ
ー
会
議
事
務
局

事
務
局

委 員枚
方
出
張
所
管
内
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
運
営
会
議

大
阪
府
枚
方
土
木
事
務
所
１
名

淀
川
河
川
事
務
所
枚
方
出
張
所
長

沿 川 自 治 体

国
交
省

枚
方
市
役
所
・
寝
屋
川
市
役
所
・
守
口
市
役
所

各
１
名
（
全
３
名
）

地
元
見
識
者
若
干
名

委 員高
槻
・
山
崎
出
張
所
（
大
阪
府
域
）
管
内

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
運
営
会
議

地
元
見
識
者
若
干
名

京
都
府
山
城
南
土
木
事
務
所

山
城
北
土
木
事
務
所
各
１
名
(全
２
名
)

八
幡
市
役
所
・
京
田
辺
市
役
所
・
城
陽
市
役
所
・

木
津
川
市
役
所
・
久
御
山
町
役
場
・井
手
町
役

場
・
笠
置
町
役
場
・
和
束
町
役
場
・
精
華
町
役
場

各
１
名
（
全
９
名
）

淀
川
河
川
事
務
所
木
津
川
出
張
所
長

淀
川
河
川
事
務
所
担
当
職
員

木
津
川
出
張
所
担
当
職
員

レ
ン
ジ
ャ
ー
会
議
事
務
局

事
務
局沿 川 自 治 体

国
交
省

委 員木
津
川
出
張
所
管
内
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
運
営
会
議

地
元
見
識
者
若
干
名

委 員伏
見
・
桂
川
・
山
崎
出
張
所
（
京
都
府
域
）
管
内

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
運
営
会
議

京
都
府
京
都
土
木
事
務
所

乙
訓
土
木
事
務
所

山
城
北
土
木
事
務
所
各
１
名
(全
3
名
)

淀
川
河
川
事
務
所
伏
見
出
張
所
長

桂
川
出
張
所
長

山
崎
出
張
所
長

淀
川
河
川
事
務
所
担
当
職
員

伏
見
出
張
所
・桂
川
出
張
所
・山
崎
出
張
所
担
当
職
員

レ
ン
ジ
ャ
ー
会
議
事
務
局

事
務
局沿 川 自 治 体

国
交
省

京
都
市
伏
見
区
役
所
・
南
区
役
所
・
右
京
区
役

所
・
西
京
区
役
所
各
１
名
（
全
４
名
）

宇
治
市
役
所
・
長
岡
京
市
役
所
・
八
幡
市
役
所
・

久
御
山
町
役
場
・大
山
崎
町
役
場

各
１
名
（
全
５
名
）

河 川 レ ン ジ ャ ー 運 営 会 議

※
河
川

レ
ン
ジ
ャ
ー
は
、
河
川

レ
ン
ジ
ャ
ー
の
解
任
を
審
議
す
る
と

き
、
１
期
目

の
再
任
の
妥
当
性
を
確
認

す
る
と
き
、
２
期
目

の
再
任
の
可
否
の
審
査

・
決
定

す
る
と
き
に
は
、
議
決
権
を

持
た

な
い

。

※
河
川

レ
ン
ジ
ャ
ー
は
、
河
川

レ
ン
ジ
ャ
ー
の
特
例
再
任
を
審
議
す

る
と
き
は
出
席
で
き
な
い
。

※
沿
川
自
治
体
は
、
行
政
区
域
内
で
活
動

す
る
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
が

任
命

さ
れ
て
い
る
自
治
体
と
す
る
。

大
阪
府
西
大
阪
治
水
事
務
所
１
名

大
阪
市
建
設
局
河
川
管
理
事
務
所
１
名

大
阪
市
淀
川
区
役
所
・
福
島
区
役
所
・
此
花
区

役
所
・
西
淀
川
区
役
所
・
北
区
役
所
・
都
島
区
役

所
・
旭
区
役
所
・
東
淀
川
区
役
所 各
１
名
（
全
８
名
）

淀
川
河
川
事
務
所
福
島
出
張
所
長

毛
馬
出
張
所
長

淀
川
河
川
事
務
所
担
当
職
員

福
島
出
張
所
・
毛
馬
出
張
所
担
当
職
員

レ
ン
ジ
ャ
ー
会
議
事
務
局

事
務
局沿 川 自 治 体

国
交
省

大
阪
府
茨
木
土
木
事
務
所
１
名

淀
川
河
川
事
務
所
高
槻
出
張
所
長

山
崎
出
張
所
長

淀
川
河
川
事
務
所
担
当
職
員

高
槻
出
張
所
・山
崎
出
張
所
担
当
職
員

レ
ン
ジ
ャ
ー
会
議
事
務
局

事
務
局沿 川 自 治 体

国
交
省

高
槻
市
役
所
・
摂
津
市
役
所
・
島
本
町
役
場

各
１
名
（
全
３
名
）

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
全
員

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
全
員

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
全
員

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
全
員

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
全
員

地
元
見
識
者
若
干
名

委 員福
島
・
毛
馬
出
張
所
管
内
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
運
営
会
議

地
元
見
識
者
若
干
名

淀
川
河
川
事
務
所
担
当
職
員

枚
方
出
張
所
担
当
職
員

レ
ン
ジ
ャ
ー
会
議
事
務
局

事
務
局

委 員枚
方
出
張
所
管
内
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
運
営
会
議

大
阪
府
枚
方
土
木
事
務
所
１
名

淀
川
河
川
事
務
所
枚
方
出
張
所
長

沿 川 自 治 体

国
交
省

枚
方
市
役
所
・
寝
屋
川
市
役
所
・
守
口
市
役
所

各
１
名
（
全
３
名
）

大
阪
府
枚
方
土
木
事
務
所
１
名

淀
川
河
川
事
務
所
枚
方
出
張
所
長

沿 川 自 治 体

国
交
省

枚
方
市
役
所
・
寝
屋
川
市
役
所
・
守
口
市
役
所

各
１
名
（
全
３
名
）

地
元
見
識
者
若
干
名

委 員高
槻
・
山
崎
出
張
所
（
大
阪
府
域
）
管
内

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
運
営
会
議

地
元
見
識
者
若
干
名

京
都
府
山
城
南
土
木
事
務
所

山
城
北
土
木
事
務
所
各
１
名
(全
２
名
)

八
幡
市
役
所
・
京
田
辺
市
役
所
・
城
陽
市
役
所
・

木
津
川
市
役
所
・
久
御
山
町
役
場
・井
手
町
役

場
・
笠
置
町
役
場
・
和
束
町
役
場
・
精
華
町
役
場

各
１
名
（
全
９
名
）

淀
川
河
川
事
務
所
木
津
川
出
張
所
長

淀
川
河
川
事
務
所
担
当
職
員

木
津
川
出
張
所
担
当
職
員

レ
ン
ジ
ャ
ー
会
議
事
務
局

事
務
局沿 川 自 治 体

国
交
省

委 員木
津
川
出
張
所
管
内
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
運
営
会
議

地
元
見
識
者
若
干
名

委 員伏
見
・
桂
川
・
山
崎
出
張
所
（
京
都
府
域
）
管
内

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
運
営
会
議

京
都
府
京
都
土
木
事
務
所

乙
訓
土
木
事
務
所

山
城
北
土
木
事
務
所
各
１
名
(全
3
名
)

淀
川
河
川
事
務
所
伏
見
出
張
所
長

桂
川
出
張
所
長

山
崎
出
張
所
長

淀
川
河
川
事
務
所
担
当
職
員

伏
見
出
張
所
・桂
川
出
張
所
・山
崎
出
張
所
担
当
職
員

レ
ン
ジ
ャ
ー
会
議
事
務
局

事
務
局沿 川 自 治 体

国
交
省

京
都
市
伏
見
区
役
所
・
南
区
役
所
・
右
京
区
役

所
・
西
京
区
役
所
各
１
名
（
全
４
名
）

宇
治
市
役
所
・
長
岡
京
市
役
所
・
八
幡
市
役
所
・

久
御
山
町
役
場
・大
山
崎
町
役
場

各
１
名
（
全
５
名
）

河 川 レ ン ジ ャ ー 運 営 会 議

※
河
川

レ
ン
ジ
ャ
ー
は
、
河
川

レ
ン
ジ
ャ
ー
の
解
任
を
審
議
す
る
と

き
、
１
期
目

の
再
任
の
妥
当
性
を
確
認

す
る
と
き
、
２
期
目

の
再
任
の
可
否
の
審
査

・
決
定

す
る
と
き
に
は
、
議
決
権
を

持
た

な
い

。

※
河
川

レ
ン
ジ
ャ
ー
は
、
河
川

レ
ン
ジ
ャ
ー
の
特
例
再
任
を
審
議
す

る
と
き
は
出
席
で
き
な
い
。

※
沿
川
自
治
体
は
、
行
政
区
域
内
で
活
動

す
る
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
が

任
命

さ
れ
て
い
る
自
治
体
と
す
る
。

大
阪
府
西
大
阪
治
水
事
務
所
１
名

大
阪
市
建
設
局
河
川
管
理
事
務
所
１
名

大
阪
市
淀
川
区
役
所
・
福
島
区
役
所
・
此
花
区

役
所
・
西
淀
川
区
役
所
・
北
区
役
所
・
都
島
区
役

所
・
旭
区
役
所
・
東
淀
川
区
役
所 各
１
名
（
全
８
名
）

淀
川
河
川
事
務
所
福
島
出
張
所
長

毛
馬
出
張
所
長

淀
川
河
川
事
務
所
担
当
職
員

福
島
出
張
所
・
毛
馬
出
張
所
担
当
職
員

レ
ン
ジ
ャ
ー
会
議
事
務
局

事
務
局沿 川 自 治 体

国
交
省

大
阪
府
茨
木
土
木
事
務
所
１
名

淀
川
河
川
事
務
所
高
槻
出
張
所
長

山
崎
出
張
所
長

淀
川
河
川
事
務
所
担
当
職
員

高
槻
出
張
所
・山
崎
出
張
所
担
当
職
員

レ
ン
ジ
ャ
ー
会
議
事
務
局

事
務
局沿 川 自 治 体

国
交
省

高
槻
市
役
所
・
摂
津
市
役
所
・
島
本
町
役
場

各
１
名
（
全
３
名
）

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
全
員

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
全
員

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
全
員

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
全
員

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
運
営
に
関
す
る
報
告
・
提
案

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
展
開
計
画
の
報
告

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
特
例
再
任
の
要
請
者
の
推

薦 ●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
任
命
・
再
任
・解
任
・
辞
任
の

報
告

淀
川
河
川
事
務
所
長

学
識
経
験
者
等
３
名

高
槻
・
山
崎
出
張
所
（大
阪
府
域
）管
内
１
名

伏
見
・
桂
川
・
山
崎
出
張
所
（京
都
府
域
）管
内
１
名

木
津
川
出
張
所
管
内
１
名

枚
方
出
張
所
管
内
１
名

福
島
・
毛
馬
出
張
所
管
内
１
名

京
都
府

１
名

大
阪
市

１
名

淀
川
河
川
事
務
所
担
当
職
員

運
営
業
務
受
託
者

大
阪
府

１
名

京
都
市

１
名

河 川 レ ン ジ ャ ー 運 営 会 議 代 表

自 治 体 代 表

国
土
交
通
省

事
務
局淀
川
管
内
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
代
表
者
会
議

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
運
営
会
議

（
別
紙
－
２
参
照
）

＜
開
催
予
定
2
回
以
上
/
年
＞

＜
開
催
予
定
2
回
以
上
/
年
＞

代 表 者

高
槻
・
山
崎
出
張
所
（大
阪
府
域
）管
内
１
名

伏
見
・
桂
川
・
山
崎
出
張
所
（京
都
府
域
）管
内
１
名

木
津
川
出
張
所
管
内
１
名

枚
方
出
張
所
管
内
１
名

福
島
・
毛
馬
出
張
所
管
内
１
名

河 川 レ ン ジ ャ ー 代 表

議
長

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
仕
組
み
、
基
準
、
支
援
・連

携
強
化
方
策
の
提
言

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
へ
の
指
導
・
助
言
・支
援

●
新
任
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
推
薦

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
特
例
再
任
の
要
請

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
仕
組
み
、
基
準
、
支
援
・連

携
強
化
方
策
の
提
言

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
展
開
計
画
の
提
言

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
へ
の
指
導
・
助
言
・支
援

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
取
り
組
み
に
関
す
る
報
告
・

提
案

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
取

り
組
み
に
関
す
る
報
告
・

提
案

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
運

営
に
関
す
る
提
案

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
へ
の

指
導
・助
言
・
支
援

＜
開
催
予
定
随
時
＞

淀
川
管
内
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
会
議

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
全
員

セ
ン
タ
ー
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
全
員

セ
ン
タ
ー
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー

事
務
局

講
座

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

研
修

●
開
催
・
運
営

●
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の

審
査
申
請
の
受
付

●
審
査
情
報
の
収
集

＜
開
催
予
定
随
時
＞

＜
開
催
予
定
1
回
/
年
＞

＜
開
催
予
定
1
回
/
年
＞

特 例 再 任 の 審 査 に

出 席 し な い 委 員

事
務
局
長
（
セ
ン
タ
ー
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
）

ｵ
ﾌ
ﾞｻ
ﾞｰ
ﾊ
ﾞｰ

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
退
任
者
（
有
志
）

福
島
・毛
馬
出
張
所
管
内

枚
方
出
張
所
管
内

高
槻
・山
崎
出
張
所
(大
阪
府
域
)管
内

伏
見
・桂
川
・
山
崎
出
張
所
(京
都
府
域
)管
内

木
津
川
出
張
所
管
内

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
専
門
家
会
議

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
（満
期
退
任
者
）

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
（特
例
再
任
者
）

レ
ン
ジ
ャ
ー
会
議
事
務
局
長
・事
務
局
次
長

事
務
局

淀
川
管
内
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
実
行
委
員
会

常 任 委 員

レ
ン
ジ
ャ
ー
会
議
議
長

レ
ン
ジ
ャ
ー
会
議
副
議
長

運
営
会
議
代
表
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
５
名

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
（
有
志
）

部
会

（
必
要
に
応
じ
て
設
置
）

セ
ン
タ
ー
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー

淀
川
河
川
事
務
所
担
当
職
員

事
務
局

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
退
任
者
（
有
志
）

●
活
動
・
運
営
に
対
す
る
指
導
・

助
言
・
意
見
・支
援
・
協
力

●
企
画
・
運
営
・開
催

●
活
動
・
運
営
に
関
す

る
諮
問

レ
ン
ジ
ャ
ー

会
議
代
表

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
専
門
家
会
議
議
長

委 員

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
全
員

地
元
見
識
者
若
干
名

委 員福
島
・毛
馬
出
張
所
管
内
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
運
営
会
議

地
元
見
識
者
若
干
名

淀
川
河
川
事
務
所
担
当
職
員

枚
方
出
張
所
担
当
職
員

レ
ン
ジ
ャ
ー
会
議
事
務
局

事
務
局

委 員枚
方
出
張
所
管
内
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
運
営
会
議

大
阪
府
枚
方
土
木
事
務
所
１
名

淀
川
河
川
事
務
所
枚
方
出
張
所
長

沿 川 自 治 体

国
交
省

枚
方
市
役
所
・
寝
屋
川
市
役
所
・守
口
市
役
所

各
１
名
（
全
３
名
）

地
元
見
識
者
若
干
名

委 員高
槻
・山
崎
出
張
所
（大
阪
府
域
）
管
内

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
運
営
会
議

地
元
見
識
者
若
干
名

京
都
府
山
城
南
土
木
事
務
所

山
城
北
土
木
事
務
所
各
１
名
(全
２
名
)

八
幡
市
役
所
・
京
田
辺
市
役
所
・城
陽
市
役
所
・

木
津
川
市
役
所
・
久
御
山
町
役
場
・
井
手
町
役

場
・
笠
置
町
役
場
・
和
束
町
役
場
・精
華
町
役
場

各
１
名
（
全
９
名
）

淀
川
河
川
事
務
所
木
津
川
出
張
所
長

淀
川
河
川
事
務
所
担
当
職
員

木
津
川
出
張
所
担
当
職
員

レ
ン
ジ
ャ
ー
会
議
事
務
局

事
務
局沿 川 自 治 体

国
交
省

委 員木
津
川
出
張
所
管
内
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
運
営
会
議

地
元
見
識
者
若
干
名

委 員伏
見
・桂
川
・山
崎
出
張
所
（
京
都
府
域
）管
内

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
運
営
会
議

京
都
府
京
都
土
木
事
務
所

乙
訓
土
木
事
務
所

山
城
北
土
木
事
務
所
各
１
名
(全
3
名
)

淀
川
河
川
事
務
所
伏
見
出
張
所
長

桂
川
出
張
所
長

山
崎
出
張
所
長

淀
川
河
川
事
務
所
担
当
職
員

伏
見
出
張
所
・
桂
川
出
張
所
・
山
崎
出
張
所
担
当
職
員

レ
ン
ジ
ャ
ー
会
議
事
務
局

事
務
局沿 川 自 治 体

国
交
省

京
都
市
伏
見
区
役
所
・
南
区
役
所
・
右
京
区
役

所
・
西
京
区
役
所
各
１
名
（
全
４
名
）

宇
治
市
役
所
・
長
岡
京
市
役
所
・八
幡
市
役
所
・

久
御
山
町
役
場
・大
山
崎
町
役
場

各
１
名
（
全
５
名
）

河 川 レ ン ジ ャ ー 運 営 会 議

※
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー

は
、
河

川
レ
ン
ジ
ャ
ー

の
解
任
を

審
議

す
る
と

き
、

１
期
目
の
再
任
の
妥
当
性
を

確
認
す
る
と
き
、

２
期

目
の
再

任
の
可

否
の

審
査
・

決
定
す
る
と
き
に
は
、

議
決
権
を

持
た

な
い
。

※
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー

は
、
河

川
レ
ン
ジ
ャ
ー

の
特
例
再
任
を

審
議
す

る
と
き
は
出

席
で
き
な
い
。

※
沿
川
自
治
体
は
、

行
政
区
域
内
で

活
動
す

る
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
が

任
命
さ
れ
て
い
る

自
治
体
と
す
る
。

大
阪
府
西
大
阪
治
水
事
務
所
１
名

大
阪
市
建
設
局
河
川
管
理
事
務
所
１
名

大
阪
市
淀
川
区
役
所
・
福
島
区
役
所
・此
花
区

役
所
・
西
淀
川
区
役
所
・北
区
役
所
・都
島
区
役

所
・
旭
区
役
所
・
東
淀
川
区
役
所 各
１
名
（
全
８
名
）

淀
川
河
川
事
務
所
福
島
出
張
所
長

毛
馬
出
張
所
長

淀
川
河
川
事
務
所
担
当
職
員

福
島
出
張
所
・
毛
馬
出
張
所
担
当
職
員

レ
ン
ジ
ャ
ー
会
議
事
務
局

事
務
局沿 川 自 治 体

国
交
省

大
阪
府
茨
木
土
木
事
務
所
１
名

淀
川
河
川
事
務
所
高
槻
出
張
所
長

山
崎
出
張
所
長

淀
川
河
川
事
務
所
担
当
職
員

高
槻
出
張
所
・
山
崎
出
張
所
担
当
職
員

レ
ン
ジ
ャ
ー
会
議
事
務
局

事
務
局沿 川 自 治 体

国
交
省

高
槻
市
役
所
・
摂
津
市
役
所
・島
本
町
役
場

各
１
名
（
全
３
名
）

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
全
員

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
全
員

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
全
員

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
全
員

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

ｵ
ﾌ
ﾞｻ
ﾞｰ
ﾊ
ﾞｰ

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

ｵ
ﾌ
ﾞｻ
ﾞー
ﾊ
ﾞｰ

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

ｵ
ﾌ
ﾞｻ
ﾞー
ﾊ
ﾞｰ

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

ｵ
ﾌ
ﾞｻ
ﾞｰ
ﾊ
ﾞｰ

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

ｵ
ﾌ
ﾞｻ
ﾞー
ﾊ
ﾞｰ
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若い力で河川レンジャーの充実を若い力で河川レンジャーの充実を

グループ河川レンジャーグループ河川レンジャー（試行案）（試行案）
ＧレンジャーＧレンジャー

グループ河川レンジャーとはグループ河川レンジャーとは

１．目的

グループ河川レンジャー（以下「Ｇレン

ジャー」）は、現在の河川レンジャーに、若

い人材を増加させ、これまでとは違った視点

の新たな活動や河川レンジャーに若年層の考

えを取り入れるなど、「若い力」によって河

川レンジャーの充実を図ることを目的として

います。

２．対象者（対象グループ）

Ｇレンジャーは、淀川を基軸として「大学

の特色を活かした地域社会への貢献」「活動

淀川・宇治川・桂川・木津川流域の大学

グループ河川レンジャー

Ｇレンジャー責任者
＜教員または職員＞

Ｇレンジャー
＜学部生・大学院生＞

Ｇレンジャー
＜学部生・大学院生＞

Ｇレンジャー
＜学部生・大学院生＞

Ｇレンジャー
＜学部生・大学院生＞

1

の特色を活かした地域社会への貢献」「活動

を通じた学生の学び・成長の促進と社会・地

域とのつながりの形成」が図れるよう、淀

川・宇治川・桂川・木津川の流域（淀川管

内）に所在する大学を対象とし、大学で決定

して頂く複数名の人材で組織されたグループ

を対象とします。

３．Ｇレンジャーの構成

教員または職員を責任者とし、登録の申請

があった学部生・大学院生で構成することと

します。

また、グループの人数は制限しないことと

します。

Ｇレンジャーだからできる
Ｇレンジャーしかでない
若い力を活かした取り組み

Ｇレンジャー
＜学部生・大学院生＞

河川レンジャーの充実

地域住民 行政

学生の活動を通じ
た学び・成長の促
進、社会・地域との
つながりの形成

大学の特色を活か
した地域社会への

貢献
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グループ河川レンジャーと河川レンジャーとの関係グループ河川レンジャーと河川レンジャーとの関係

１．Ｇレンジャーの配置

Ｇレンジャーは、河川レンジャーと同

様に、出張所の管轄区域を基に5つに区

分して設置している河川レンジャー運営

会議に所属することとします。

２．河川レンジャーの人員との関係

河川レンジャーの人員は、１出張所当

たり５名までとして運用しています。今

後も、広大な淀川管内をカバーするため、

この運用人数を維持します。

一方、Ｇレンジャーは、従来の河川レ

ンジャーと異なった形態です。このため、

伏見・桂川・山崎出張所（京都府域）管内
河川レンジャー運営会議

高槻・山崎出張所（大阪府域）管内
河川レンジャー運営会議

福島・毛馬出張所管内
河川レンジャー運営会議

枚方出張所管内
河川レンジャー運営会議

木津川出張所管内
河川レンジャー運営会議

2

ンジャーと異なった形態です。このため、

Ｇレンジャーの人員（グループ数）は、

従来の河川レンジャーと別枠で位置付け

ます。

３．Ｇレンジャーのグループ数

Ｇレンジャーは、試行的に取り組むこ

とや、担当する出張所の対応力、大学の

所在状況等を考慮し、当面の間は、運営

会議ごとに１グループとします。

また、同一大学から、複数のグループ

がＧレンジャーを希望された場合は、合

同のグループでまとまっていただくなど、

相互で調整して応募して頂くこととしま

す。

河川レンジャー
（個人）

グループ河川レンジャーグループ河川レンジャー

Ｇレンジャー責任者
＜教員または職員＞

Ｇレンジャー
＜学部生・大学院生＞

Ｇレンジャー
＜学部生・大学院生＞

Ｇレンジャー
＜学部生・大学院生＞

Ｇレンジャー
＜学部生・大学院生＞

Ｇレンジャー
＜学部生・大学院生＞

●●出張所管内河川レンジャー運営会議

河川レンジャー
（個人）

河川レンジャー
（個人）

河川レンジャー
（個人）

河川レンジャー
（個人）

最大５名（１出張所当たり） １グループのみ

グループ河川レンジャーの活動グループ河川レンジャーの活動

１．活動の原則
①代表者会議での審査を経て、運営会議で決定する“活動企画書”に基づく活動を対象とします。
②活動は“地域を巻き込んだ川をより良くする活動”を条件とします。
③他の機関等から助成金を受けられている活動（研究含む）は対象から除外します。
④住民等の参加を募る活動は、河川レンジャーと同様に「活動１回あたりに一般参加者10名以上」を目標

として頂きます。
⑤Ｇレンジャーの責任者または代表者には、運営会議およびレンジャー会議への出席を義務付けます。
⑥Ｇレンジャーとして活動する際は、違法行為はもちろんのこと、宗教、政治、営利およびこれらと紛ら

わしい行為などを禁止します。

２．活動の変更・追加
①活動企画書を変更（内容の変更や活動の追加など）して活動することも可能とします。その際は、事前

に事務所が承諾し、事後に運営会議の確認を受けるものとします。

3

河川レンジャー
アドバイザー

グループ河川レンジャーグループ河川レンジャー

Ｇレンジャー責任者
＜教員または職員＞

Ｇレンジャー
＜学部生・大学院生＞

Ｇレンジャー
＜学部生・大学院生＞

Ｇレンジャー
＜学部生・大学院生＞

Ｇレンジャー
＜学部生・大学院生＞

Ｇレンジャー
＜学部生・大学院生＞

Ｇレンジャー活動

河川レンジャー

●活動は、メンバー全員で取り組む活動のほ
か、責任者が主導する活動、学部生等が主
導する活動も可能とします。

●河川レンジャーアドバイザー・河川レン
ジャーの方には、学部生等が主導する活動
に対して積極的な協力を要請します。

指導・支援・協働 指導・支援・協働
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グループ河川レンジャーの活動グループ河川レンジャーの活動

３．活動への支援
①レンジャー事務局で保管している資機材等の貸出し、Ｇレンジャー活動のチラシ等の印刷等を行います。
②活動記録等の支援は、Ｇレンジャーからの要請を受けて、レンジャー事務局が行います。

４．活動費
①活動費は月払いとし、月間の活動回数（１回～多数）にかかわらず、一定額（約５万円）とします。な

お、月間の活動が準備や会議等のみであった場合は、活動費を支払いません。
②活動費には、交通費と経費を含んでいます。
③活動費は、活動報告の提出を受け、Ｇレンジャーの活動であると確認したうえで、請求のあった月の翌

月に支払います。
④活動費は責任者に支払います。メンバーへの分配などはグループに委ねます。

５．保険の加入
①活動に伴う保険は、Ｇレンジャーの登録者全員および活動参加者を対象として、事務局で加入します。

4

①活動に伴う保険は、Ｇレンジャーの登録者全員および活動参加者を対象として、事務局で加入します。

活動の実施
（活動企画書に基づく活

動）

・活動報告の提出
・活動費の請求
（活動の翌月当初）

活動費の受取り
（責任者へ支払い）

・活動支援の要請

・活動参加者数の
報告

活動への支援
（ﾚﾝｼﾞｬｰ事務局）

保険の加入
（ﾚﾝｼﾞｬｰ事務局）

１．任命のプロセス
①淀川管内に所在する大学を対象として、Ｇレンジャーを募集します。
②Ｇレンジャーに応募される大学には、“活動企画概要書”を作成・提出して頂きます。
③代表者会議には、活動企画概要書で書類審査を行い、Ｇレンジャーに推薦する大学を決定して頂きます。
④Ｇレンジャーに推薦された大学には、審査結果を踏まえて修正した“活動企画書”を提出して頂きます。
⑤Ｇレンジャーに推薦された大学の活動中心地域を管轄する運営会議は、代表者会議からの推薦を受けて、

Ｇレンジャーの任命と活動企画書の決定を行って頂きます。
⑥応募される大学のＧレンジャー登録予定者または任命されたＧレンジャー登録者には、河川レンジャー

の基礎を学んで頂けるよう「レンジャー活動演習への参加（代表河川レンジャーの活動にスタッフとし
て参加）」と「レンジャー養成講座・研修の受講（代表者他数名を対象）」ができる環境を整備します。

グループ河川レンジャーになるにはグループ河川レンジャーになるには

Ｇレンジャー 書類審査
活動企画
概要書の

Ｇレンジャー
に任命

活動
企画書の

ＧレンジャーＧレンジャー
の募集

書類審査
（代表者会議）

レンジャー活動演習への参加 レンジャー養成講座・研修の受講

概要書の
作成・提出

Ｇレンジャー
の活動開始

活動の目的を達成する
ために必要な期間

再任判断
（運営会議）

Ｇレンジャー
継続の協議

活動企画書
の提出

２．任期
①任期は、活動企画概要書で設定して頂く「活動の目的を達成するために必要な期間」を基本として、審

査時に代表者会議で決定します。
②再任は、Ｇレンジャー責任者（教員または職員）と運営会議事務局において、Ｇレンジャー継続の協議

を行ったうえで、活動継続の活動企画書を提出して頂き、運営会議で判断します。

5

に任命
（運営会議）

企画書の
作成・提出

Ｇレンジャー
活動の実施

※活動企画概要書の提出前、Ｇレンジャーの任命後でも参加・受講が可能
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